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主な記事
2面  石川県・個別指導情報
4～5面 慰労金・感染拡大防止等支援事業
6～7面 新型コロナウイルスよもやま話
本号は保険医協会未入会の
先生方にもお送りしました。

入会案内8面参照

チ
ェ
ル
ノ
ブ
イ
リ

原
発
事
故
後
に
多
発

し
た
小
児
甲
状
腺
が

ん
に
対
し
、
日
本
を

含
む
国
際
的
な
調
査

団
が
調
査
し
た
。
事

故
か
ら
10
年
後
、
事
故
以
降
に

生
ま
れ
た
子
ど
も
た
ち
に
は
甲

状
腺
が
ん
は
ほ
と
ん
ど
発
見

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
根
拠

に
、
放
射
性
ヨ
ウ
素
に
よ
る
内

部
被
ば
く
が
原
因
で
あ
る
と
結

論
づ
け
た
▼
東
京
電
力
福
島
第

一
原
発
事
故
以
降
、
福
島
県
で

は
「
県
民
健
康
調
査
甲
状
腺
検

査
」
が
行
わ
れ
て
い
る
。
現

在
、
２
０
０
名
超
の
甲
状
腺
が

ん
患
者
さ
ん
が
発
見
さ
れ
治
療

を
受
け
て
い
る
。
だ
が
、
発
見

数
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
検
査

自
体
が
「
過
剰
診
断
」
で
あ
り
、

検
査
を
縮
小
し
よ
う
と
い
う
議

論
ま
で
出
て
い
る
。「
過
剰
診

断
」
と
い
う
意
見
の
主
な
根
拠

は
以
下
で
あ
る
。
①
福
島
で
の

被
ば
く
量
は
少
な
か
っ
た
。
②

大
人
の
甲
状
腺
が
ん
超
音
波
検

診
で
は
、
明
ら
か
に
過
剰
診
断

が
認
め
ら
れ
る
▼
何
か
お
か
し

く
は
な
い
か
?　

①
は
、
事

故
当
時
正
確
な
被
ば
く
量
を
測

定
し
た
デ
ー
タ
は
な
く
、
わ
ず

か
１
０
８
０
名
の
不
正
確
な
測

定
結
果
が
根
拠
で
あ
る
。
②

は
、
が
ん
年
齢
の
大
人
に
お
け

る
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
現

在
治
療
中
の
子
ど
も
た
ち
の
詳

細
な
治
療
経
過
な
ど
は
全
く
検

討
さ
れ
て
い
な
い
▼
こ
の
よ
う

な
状
況
で
「
過
剰
診
断
」
を

正
当
化
で
き
る
だ
ろ
う
か
?　

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
過
去
の
事
例

に
基
づ
い
て
、
事
故
後
生
ま
れ

た
子
ど
も
の
検
査
を
行
わ
な
い

の
か
?　

県
民
健
康
調
査
検

討
委
員
会
に
は
納
得
で
き
る
説

明
を
求
め
た
い
。

７
月
16
日
（
木
）
午
後
７
時

半
か
ら
、
歯
科
部
主
催
の
「
保

険
診
療
に
詳
し
く
な
る
た
め
の

オ
ン
ラ
イ
ン
赤
本
勉
強
会
」
が

開
催
さ
れ
た
。
講
師
は
当
協
会

副
会
長
の
小
島
登
先
生
で
、
14

人
の
参
加
が
あ
っ
た
。

例
年
、
診
療
報
酬
改
定
の
年

に
開
催
さ
れ
る
赤
本
勉
強
会

は
、
ホ
テ
ル
な
ど
の
広
い
会
場

で
、
当
協
会
の
歯
科
部
員
た

ち
が
、
保
団
連
発
行
の
「
赤

本
」
こ
と
『
歯
科
保
険
診
療
の

研
究
２
０
２
０
年
４
月
版
』
の

各
章
を
分
担
し
て
講
師
を
務
め

る
の
だ
が
、
今
回
は
初
の
試
み

と
し
て
、
Z
O
O
M
を
用
い

た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
セ

ミ
ナ
ー
と
な
っ
た
。
オ

ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
と

の
こ
と
で
、
複
数
の
講

師
で
行
っ
て
い
た
解
説

を
、
一
人
の
講
師
が
行

う
形
式
に
変
更
し
た
。

ま
た
、
解
説
の
範
囲
を

絞
り
、
参
加
人
数
も
先

着
20
人
と
限
定
し
て
の

開
催
と
な
っ
た
。

セ
ミ
ナ
ー
の
内
容
は
、
①
歯

周
病
重
症
化
予
防
治
療
（
P

重
防
）、
②
口
腔
機
能
発
達
不

全
症
（
小
機
能
）、
③
口
腔
機

能
低
下
症
（
口
機
能
）、
④
医

療
法
の
お
さ
ら
い
と
院
内
感
染

防
止
対
策
の
４

項
目
で
、
５
分

の
休
憩
を
挟
ん

で
の
質
疑
応

答
・
デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
も

あ
っ
た
。

P
重
防
で
は
、

赤
本
１
５
１

ペ
ー
ジ
の
「
歯

周
治
療
の
基
本

的
な
流
れ
」
の

図
に
対
し
、
講

師
に
よ
る
一
部

改
編
し
た
図
で

の
説
明
が
あ
っ

た
。
ポ
イ
ン
ト

は
、
P
重
防

に
限
ら
ず
他
処

置
へ
の
移
行
に

は
、
必
ず
検
査
を
介
す
る
と

い
う
こ
と
と
、
S
R
P
に
到

ら
ず
に
移
行
し
た
P
重
防
と

S
R
P
以
後
に
移
行
し
た
P

重
防
と
は
異
な
り
、
分
け
て
考

え
る
べ
き
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

ま
た
、
次
期
改
定
で
の
改
善
要

望
と
し
て
、
乳
歯
列
や
混
合
歯

列
期
で
の
歯
肉
炎
の
管
理
項
目

が
な
い
と
い
う
点
と
、
歯
在
管

を
算
定
し
た
月
に
口
機
能
が
算

定
で
き
な
い
と
い
う
点
を
挙
げ

て
い
た
。

今
回
は
、
初
め
て
の
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
セ
ミ
ナ
ー
で
、
テ
ー

マ
と
参
加
人
数
を
絞
っ
て
の
開

催
だ
っ
た
が
、
質
疑
応
答
で
も

活
発
な
発
言
が
相
次
ぎ
、
参
加

者
か
ら
は
、「
勉
強
に
な
っ
た
」

「
遠
方
で
も
参
加
し
や
す
か
っ

た
」
な
ど
の
好
意
的
な
評
価
が

多
く
あ
っ
た
。
今
回
の
オ
ン
ラ

イ
ン
で
の
セ
ミ
ナ
ー
は
、
今
後

開
催
さ
れ
る
セ
ミ
ナ
ー
の
、
参

考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と

思
っ
た
。

小島登副会長がスライドを用いて解説
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病診連携の一助に

石川県内
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病院案内

石川県保険医協会

○会　員：1冊　2,000円（税・送料込み）
○会員外：1冊　3,000円（税・送料込み）
※在庫が無くなり次第終了させていただきます。

会員には1冊無料でお送りしました。

医療連携に役立つ１冊！
県内病院の各科担当医師・連携窓口
外来診療時間・外来担当者
設備・特殊検査　などを掲載
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石川県保険医協会のベストセラー

お口の機能を育てましょう
─歯科医師からのメッセージ─

『 』
食物アレルギー対応改訂版

子どもたちに「食を通じて、より豊かな人生を送ってほ
しい」との願いから、子どもの発達段階に合わせたお口
の機能獲得、特に注意していただきたい点などを歯科
医師がアドバイス！ 本書は、6万冊を完売した前版に、
食物アレルギーや食具の使用時期（目安）のわかりやす
い解説を加えた改訂版になります。

会員には１冊無料で送付しました。
■注文は石川県保険医協会まで　電話076-222-5373　ＦＡＸ076-231-5156

●会員価格は150円（全国の保険医協会・医会の会員
も同価格）
●100冊以上ご注文いただく場合、特価（1冊あたり
100円）で販売します。
●価格は全て税込・送料別です。10冊単位でご注文く
ださい。

［体裁］Ｂ５判、24ページ、カラー
［発行］石川県保険医協会／2020年5月
［定価］300円
※価格は前版の第3刷（2015年9月発行分）と
　同様です。
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令和2年度の実施予定
開示資料により、本年 3 月に選定委員会が開催されたことが分かっ

たが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、選定委員会で示さ
れた予定通りには実施されていない。また、厚労省事務連絡（2020年
7 月 2 日、保険局医療課医療指導監査室）により、本年は原則、個別
指導と監査は実施、集団指導（指定時・更新時）は実施するが資料配
布した場合も実施したものとみなす、集団的個別指導と適時調査は中
止する旨が示されている。ただし、病院に対する個別指導・監査・適
時調査は、緊急を要する場合のみ病院外で実施することとされて
いる。

以下の内容は 3 月の選定委員会での実施予定であり、この通りには
実施されていないことにご留意いただきたい。個別指導の既指定対象
のうち医科個別指導は、病院 6 件、診療所16件であわせて22件、歯科
診療所は14件が予定されている。新規指定対象では、医科診療所12
件、歯科診療所 7 件の実施が予定されている。
<表 2 >は選定理由である。指導大綱では、保険者・被保険者等か

らの情報提供に基づくものを最優先に実施することとされているが、
石川県においては、再指導と集団的個別指導連動の高点数を理由に選
定されており、この傾向に変わりはない。令和 2 年度に選定されたも
ののうち「情報提供」によるものは 0 件であった。
<表 3 >の右端には、診療科別の個別指導実施予定一覧を掲載して

いる。

令和元年度の個別指導結果
<表 1 >のうち、まず令和元年度個別指導の実施状況をみると、医

科は「概ね妥当」の件数が、「経過観察」に比べて大幅に少ない結果
となっている。平成21年度までは、「概ね妥当」の件数の方が上回っ
ていたのだが、その後これが逆転し、今年度もこの傾向をそのまま踏
襲している。歯科については、実施予定19件に対し実際の実施は 9 件
と約半分の実施率となっている。「再指導」の件数については、ここ
数年の傾向と特筆すべき違いはない。

診療科別の平均点数
<表 3 >は、令和 2 年度の集団的個別指導の対象医療機関数・選定

基準値である。集団的個別指導は、表の類型区分ごとに平均点数が高
い医療機関の上位 8 ％を対象に実施することになっている。院外処方
の医療機関の平均点数については、「薬剤料」分を加味するために、
各科ごとに定められた調整点数を加算して算出するのも従来どおりで
ある（病院と歯科には調整点数はない）。診療科別の平均点数につい
ては、昨年度と比べて大きな変動はみられない。

個別指導・適時調査における指摘事項
会員医療機関には指摘事項について保険医協会で項目ごとに整理分

類したものを、資料として本号に同封した。診療録の記載や算定ルー
ルにおいて誤りやすい・見逃しやすい項目が多くあるため、ぜひご覧
いただき、日頃の診療にお役立ていただければ幸いである。

「個別指導（医科・歯科）・適時調査における指摘事項」資料を
本紙に同封しました（会員限定）。ぜひご活用ください。

石川県における集団的個別指導・個別指導

情報開示資料からみえてくるもの
石川県保険医協会では、本年度も東海北陸厚生局に対し、個別指導等に係る情報開示請求を行い、指導対象保険医療機関等の選

定及び指導実施計画に係る選定委員会配布資料と議事録等を入手した。

＜表1＞令和元年度及び令和2年度個別指導の結果と令和2年度個別指導実施予定件数
（2020年3月の選定委員会での予定）

医科保険医療機関 歯科保険医療機関

既　指　定 新 規 指 定 既　指　定 新 規 指 定

指導種類と
結果 30年度 元年度

２年度
実施
予定

30年度 元年度
２年度
実施
予定

30年度 元年度
２年度
実施
予定

30年度 元年度
２年度
実施
予定

指
導
結
果

未 通 知 0 0 − 1 0 − 0 0 − 0 0 −

概ね妥当 3 1 − 10 3 − 5 3 − 6 5 −

経過観察 11 13 − 6 11 − 6 4 − 3 4 −

再 指 導 1 4 − 1 1 − 4 1 − ２ 0 −

中 断 中 0 1 − 0 0 − 0 1 − 0 0 −

要 監 査 0 0 − 0 0 − 0 0 − 0 0 −

合　　計 15 19 ２２ 18 15 1２ 15 9 14 11 9 7

＜表2＞平成30年度、令和元年度及び２年度個別指導対象医療機関の選定理由
医科保険医療機関 歯科保険医療機関

選定理由 30年度 元年度 ２年度
実施予定 30年度 元年度 ２年度

実施予定

情報提供 ２ ２ 0 0 ２ 0

再指導等 ２ 3 5 3 6 1

高 点 数 11 14 17 13 11 13

そ の 他 0 0 0 0 0 0

合　　計 15 19 ２２ 16 19 14

＜表3＞令和2年度集団的個別指導の対象医療機関（2020年3月の選定委員会での予定）

類型区分

医

療

機

関

数

石
川
県
平
均
値

（

平

均

点

数

）

石

川

県

選
定
基
準
点
数

集
団
的
個
別
指
導

実
施
対
象
件
数
（
８
％
）

集
団
的
個
別
指
導

選
定
対
象
件
数

個
別
指
導
対
象
件
数

（
集
団
的
個
別
指
導
連
動
）

個
別
指
導
対
象
件
数

（
集
団
的
個
別
指
導
連
動
以
外
）

病   院

①一般病院 66 48,545 53,399.5 5.２ 5 ２ ２

②精神病院 13 37,981 41,779.1 1.0 1 1 0

③その他 14 6２,496 68,745.6 1.1 1 1 0

計 93 7 4 ２

診療所

①内科(人工透析有以外・その他） ２00 1,166 1,399.２ 16.0 4 4 0

②内科(人工透析有以外・在宅） 1２3 1,344 1,61２.8 9.8 4 3 0

③内科(人工透析有） 1２ 5,496 6,595.２ 0.9 1 0 ２

④精神・神経科 ２4 1,104 1,3２4.8 1.9 0 0 0

⑤小児科 48 891 1,069.２ 3.8 1 1 1

⑥外科 50 1,40２ 1,68２.4 4.0 1 1 0

⑦整形外科 67 1,２63 1,515.6 5.3 1 1 0

⑧皮膚科 41 594 71２.8 3.２ 0 1 0

⑨泌尿器科 6 975 1,170.0 0.4 0 0 0

⑩産婦人科 3２ 961 1,153.２ ２.5 0 0 0

⑪眼科 58 1,059 1,２70.8 4.6 ２ 1 0

⑫耳鼻咽喉科 37 700 840.0 ２.9 ２ 1 0

計 698 16 13 3

医　　　科　　　合　　　計 791 ２3 17 5

歯　　　　　　　　　　　科 497 1,２04 1,444.8 39.1 39 13 1

※病院の③「その他」は、臨床研修指定病院、大学附属病院、特定機能病院を示す
※診療所の①～③は次のとおり

①内科（②又は③の区分に該当するものを除く。）
②内科（③の区分に該当するものを除き、在宅療養支援診療所に係る届出を行っているもの。）
③内科（主として人工透析を行うもの（内科以外で、主として人工透析を行うものを含む。））

※内科には、呼吸器科、消化器科（胃腸科を含む。）、循環器科、アレルギー科、リウマチ科を含む。
※「基準点数」：病院は平均点数×1.1、それ以外は平均点数×1.2。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
が
突
き
付
け

て
い
る
問
題
が
、
医
療

の
あ
り
方
に
大
き
な
パ

ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
を
も

た
ら
す
こ
と
は
論
を
俟

た
な
い
。
こ
こ
で
は
「
診
察
」
の
あ

り
方
に
絞
り
論
じ
て
み
た
い
。

ベ
テ
ラ
ン
の
会
員
諸
氏
に
お
い
て

は
、
長
年
の
経
験
で
の
「
診
察
術
」

で
、
患
者
の
信
頼
を
得
て
き
た
と
自

負
さ
れ
て
い
る
方
も
多
い
。
視
る
聴

く
嗅
ぐ
触
る
に
第
六
感
を
加
え
、
時

に
は
教
科
書
に
も
な
い
ノ
ウ
ハ
ウ
と

必
要
最
小
限
の
検
査
で
、
診
断
へ
の

最
短
距
離
を
導
き
出
し
て
来
ら
れ
た

の
だ
と
思
う
。

し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
予

防
の
観
点
か
ら
は
、
患
者
に
親
身
に

接
す
る
こ
と
自
体
が
憚
ら
れ
る
雰
囲

気
と
な
っ
て
い
る
。「
最
近
の
若
い

医
者
は
検
査
ば
か
り
で
聴
診
器
す
ら

当
て
な
い
」
こ
と
を
嘆
き
、
そ
う
で

な
い
こ
と
を
誇
っ
て
き
た
も
の
に

と
っ
て
、
某
臨
床
系
学
会
の
、
コ
ロ

ナ
禍
に
お
い
て
は
「
診
察
す
る
よ
り

検
査
を
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
発
出
は

大
変
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
。
従
来
の
対

面
診
察
よ
り
も
モ
ニ
タ
ー
越
し
の
診

療
が
推
奨
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

私
ど
も
が
培
っ
て
き
た
診
察
術
は

「
伝
統
芸
能
」
と
し
て
消
え
去
る
の

だ
ろ
う
か
。

た
だ
、
万
が
一
そ
う
な
っ
た
と
し

て
も
、
病
歴
と
視
診
だ
け
で
正
し
い

診
断
を
下
せ
る
は
ず
は
な
く
、
そ
れ

を
補
完
す
る
た
め
に
、
聴
診
も
触
診

も
遠
隔
操
作
で
で
き
る
ロ
ボ
ッ
ト
技

術
を
駆
使
し
な
け
れ
ば
、
や
は
り
近

未
来
の
医
療
と
は
言
え
な
い
だ
ろ

う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
可
能
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
十
全
な

医
療
と
な
る
と
は
思
え
な
い
。
コ
ス

ト
の
点
で
は
今
で
は
常
識
と
な
っ
た

電
子
カ
ル
テ
で
す
ら
、
初
期
投
資
の

み
な
ら
ず
数
年
に
一
度
の
バ
ー
ジ
ョ

ン
ア
ッ
プ
に
何
の
手
当
も
付
い
て
い

な
い
現
状
で
、
さ
ら
な
る
電
子
化

に
医
療
機
関
が
対
応
で
き
る
「
体

力
」
が
あ
る
の
か
に
も
甚
だ
疑
問
で

あ
る
。

と
に
も
か
く
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は

地
域
医
療
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ク
リ
ニ
ッ
ク
を
存
続
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
私
ど
も
の
培
っ
た
ノ

ウ
ハ
ウ
、
心
意
気
を
後
世
に
伝
え
る

た
め
に
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
に
、

わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
役
割
を
守

り
続
け
る
た
め
に
。

突
き
付
け
ら
れ
る

�

診
察
の
あ
り
方

―
取
材
で
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
を
伝
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
か
?

ま
ず
は
開
業
医
の
置
か
れ
て

い
る
現
状
を
、
ア
ン
ケ
ー
ト
内

容
と
自
分
自
身
の
経
験
に
基
づ

い
て
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
に

伝
え
る
こ
と
を
心
掛
け
ま
し

た
。
具
体
的
な
内
容
と
し
て

は
、
ま
ず
マ
ス
ク
、
フ
ェ
イ
ス

シ
ー
ル
ド
等
の
防
護
用
品
を
充

足
す
る
必
要
性
を
強
く
訴
え
ま

し
た
。
医
療
従
事
者
自
身
が
感

染
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
こ

か
ら
さ
ら
な
る
院
内
感
染
を
引

き
起
こ
す
と
い
う
よ
う
な
こ
と

は
、
何
と
し
て
も
避
け
な
け
れ

ば
い
け
ま
せ
ん
。
そ
し
て
十

分
な
感
染
対
策
を
講
じ
た
上

で
、
発
熱
、
咳
嗽
の
患
者
さ
ん

を
し
っ
か
り
と
診
て
い
く
こ
と

で
、
開
業
医
も
公
衆
衛
生
イ
ン

フ
ラ
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し

て
い
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い

と
考
え
ま
し
た
。

―
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
流
行
時
に
お
け
る
開
業
医

の
役
割
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

お
考
え
で
す
か
?

何
を
お
い
て
も
医
療
崩
壊
を

回
避
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
そ
の
た
め
に
は
通
院
さ
れ

て
い
る
慢
性
疾
患
等
の
患
者
さ

ん
を
し
っ
か
り
と
管
理
す
る
こ

と
が
重
要
で
す
。
急
性
増
悪
な

ど
に
よ
り
入
院
治
療
が
必
要
に

な
れ
ば
、
患

者
さ
ん
と
ご

家
族
、
そ
し

て
紹
介
先
の

医
療
機
関
に

普
段
よ
り
も

は
る
か
に
大

き
な
ご
負
担

を
お
か
け
す

る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
ま

た
発
熱
・
咳

嗽
の
患
者
さ

ん
を
診
る
に

あ
た
っ
て

も
、
こ
こ
数

カ
月
で
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の

臨
床
像
が
少
し
ず
つ
明
ら
か
に

な
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
新
型

コ
ロ
ナ
感
染
症
ら
し
く
な
い
患

者
さ
ん
に
関
し
て
は
可
能
な
限

り
自
院
で
治
療
・
あ
る
い
は
経

過
観
察
を
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
と
考
え
て
い
ま
す
。

―
新
聞
各
社
は
ど
の
よ
う
な

反
応
で
し
た
か
?

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
流
行
時

に
は
開
業
医
に
も
果
た
す
べ
き

役
割
が
あ
る
と
い
う
点
は
か
な

り
ご
理
解
い
た
だ
け
た
よ
う
に

思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
発
熱
・

咳
嗽
等
で
受
診
さ
れ
る
際
に
は

可
能
な
限
り
別
室
、
あ
る
い
は

自
家
用
車
の
中
で
待
機
し
て
い

た
だ
く
よ
う
に
す
る
。
受
付
や

処
置
室
に
は
飛
沫
飛
散
防
止
用

の
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を
設
置
す

る
な
ど
の
院
内
感
染
防
止
の
た

め
の
具
体
的
な
工
夫
に
は
興
味

を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
で

す
。
ま
た
P
C
R
検
査
に
関

し
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が

あ
る
こ
と
は
認
め
た
上
で
、
少

な
く
と
も
医
師
が
必
要
と
認
め

た
場
合
に
は
す
み
や
か
に
検
査

が
で
き
る
体
制
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
思

い
は
共
有

で
き
た

よ
う
に

思
っ
て
い

ま
す
。

―
会
員

の
先
生
方

へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を

お
願
い
し

ま
す
。

ま
ず
実

際
に
新
型

コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感

染
症
の
患

者
さ
ん
の

治
療
に
当
た
ら
れ
た
、
あ
る
い

は
今
も
闘
い
を
続
け
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
先
生
方
に
深
く
感
謝
と

敬
意
を
表
し
ま
す
。
幸
い
に
も

今
の
と
こ
ろ
県
内
で
は
一
定
の

成
果
が
見
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
首
都
圏
を
中
心

に
心
配
な
状
況
が
続
き
、
感
染

の
再
拡
大
も
懸
念
さ
れ
ま
す
。

今
後
も
各
医
療
機
関
が
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
を
受
け
持
ち
つ
つ
、

さ
ら
に
連
携
を
深
め
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
こ
の
間
、

医
療
機
関
は
大
き
な
経
済
的
打

撃
を
受
け
て
い
ま
す
。
医
療
機

関
の
経
営
状
態
の
安
定
も
喫
緊

の
課
題
で
す
。
こ
れ
ま
で
以
上

に
行
政
へ
の
働
き
か
け
を
強
め

て
い
き
た
い
と
考
え
ま
す
。
第

２
次
会
員
ア
ン
ケ
ー
ト
も
実
施

し
て
お
り
ま
す
の
で
皆
様
の
声

を
お
聞
か
せ
願
い
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
を
受
け
入
れ
る
病
院

だ
け
で
な
く
、
地
域
の
開
業
医
も
こ
の
大
き
な
う
ね
り
に
さ

ら
さ
れ
て
い
ま
す
。
保
険
医
協
会
で
は
４
月
に
第
１
次
会
員

ア
ン
ケ
ー
ト
を
行
い
、
医
療
物
資
が
不
足
し
て
い
る
状
況

や
、
発
熱
者
の
診
療
に
苦
慮
し
て
い
る
現
場
の
声
を
石
川
県

知
事
や
県
民
に
届
け
て
き
ま
し
た
（
現
在
、
第
２
次
会
員
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
中
）。

石
川
県
へ
の
緊
急
要
請
の
取
材
が
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
と

な
り
、
そ
の
後
も
当
会
の
三
宅
会
長
は
新
聞
各
社
の
取
材
に

答
え
て
き
ま
し
た
。
開
業
医
の
現
状
を
ど
の
よ
う
な
思
い
で

伝
え
て
い
る
の
か
、
三
宅
会
長
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
ま
し

た
。（
編
集
部
）

（
問
題
は
12
面
に
あ
り
ま
す
）

黒
１
、
３
が
大
切
な
手
順
。
白
４
に
黒

５
か
ら
７
で
追
い
落
と
し
に
な
り
ま
す
。

黒
１
で
５
は
白
３
黒
イ
白
６
で
失
敗
。
白

４
で
５
な
ら
黒
４
が
あ
り
、
黒
は
生
き
ま

す
。

囲

解
答

碁

☗
２
三
桂
☖
同
金
☗
２
一
歩
成

☖
同
玉
☗
１
二
銀
☖
同
玉
☗
２

三
馬
☖
同
玉
☗
２
二
金
ま
で
９

手
詰
。

〈
解
説
〉
☗
２
三
桂
と
捨
て
て

か
ら
☗
２
一
歩
成
が
好
手
順
で

す
。
５
手
目
☗
１
二
銀
が
う
ま

い
決
め
手
で
、
☖
同
玉
に
☗
２

三
馬
か
ら
☗
２
二
金
で
ピ
ッ
タ

リ
で
す
。将

棋
解
答

（
問
題
は
12
面
に
あ
り
ま
す
）

「
数
独
」の
解
答

7
＋
9
で
、答
え
は「
16
」

（
問
題
1２
面
）

朝日新聞（2020年6月9日朝刊）

北陸中日新聞（2020年5月2日朝刊）

三
宅
靖
会
長
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

新
聞
各
社
の
取
材
を
受
け
て

開
業
医
も「
地
域
医
療
を
守
る
」

�

を
伝
え
る
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新型コロナウイルスに関する医療機関向け支援制度について、保険医協会にも多くの問い合わせが寄せられています。このうち感染対策等への費用補助につ
いては、本紙 7 月号 2 面で紹介した厚労省の制度とは別に、石川県でも類似の制度があります。

両制度の概要は下表をご参照ください。主な違いは、①無床診療所の場合、厚労省は100万円上限、石川県は50万円上限。②厚労省は実費の全額給付。石川
県は実費の 5 分の 4 給付。③厚労省は2021年 3 月31日までの見込み費用の概算請求が可能で、この場合、一旦請求額全額が給付され、実際にかかった費用が請
求額より少ない場合は後日精算する。石川県は取組（支出）前の申請は可能だが、給付は取組（支出）後になる、④申請期間等です。

なお、石川県と厚労省の制度をどちらも利用することは可能ですが、同じ物品等について二重で給付を受けることはできませんのでご注意ください（例：60
万円の空気清浄機を 2 台購入し、 1 台を石川県の制度を利用、 1 台を厚労省の制度を利用というように分けて申請できる）。

ここで触れている内容は 7 月28日現在での、厚労省から出されている情報の概要ですので、詳細は厚労省や石川県等から提供される情報を確認の上、各相談
先にご照会ください。石川県保険医協会のホームページ「開業医向け支援制度」のページには厚労省や石川県のページへのリンクも掲載しています。

〔厚労省〕感染拡大防止等支援事業 〔石川県〕感染拡大防止対策支援金
補　助　額 以下を上限に実費

〔病院〕200万円+5万円×病床数
〔有床診療所〕200万円
〔無床診療所〕100万円
〔薬局・訪看・助産所〕70万円

上限50万円（補助率4/5）
※千円未満切捨て

対　象　者 ◦病院、医科診療所、歯科診療所（保険医療機関に限る）
◦保険薬局、訪問看護ステーション（指定訪問看護事業者に限る）、

助産所

県内に施設等を有し、2020年6月30日以前より事業を営む中小企業
等（個人事業主含む）。

対 象 費 用 2020年4月1日から2021年3月31日までにかかる以下の費用
◦感染拡大防止対策に要する費用
◦電話等情報通信機器を用いた診療体制確保等に要する費用

2020年4月21日以降に事業開始（契約・発注）した取り組みで、12
月31日までに支払が完了する以下の費用。
◦飛沫感染防止対策のための資材等を新たに導入するのに要する費用
（消費税抜）。事業費は5万円（税抜）以上。

申 請 期 間 ※7月28日現在、申請期間はまだ示されていない。 2020年7月1日〜9月30日

申 請 回 数 1施設あたり1回のみ 1事業所あたり1申請
ポ イ ン ト ◦見込み費用の概算申請・概算払いが可能（事後に精算）。 ◦見込み費用の概算申請・概算払いはできない（申請後に審査を経て

採択されることが条件）。取組（支出）前の申請は可能だが、給付
は取組実施（支出）後になる。

◦同一内容で、国・県・市町・他団体の他の補助金等と重複する場合
は対象外となる。

受給の流れ 未定 <取組（支出）後に申請する場合>
①取組実施後、事業者から商工会議所等に申請書、実績報告書、請求

書等を提出する。
②審査後、交付決定通知が届く。
③指定口座に振り込まれる。
<取組（支出）前に申請する場合>
①事業者から商工会等に申請書等を提出する（見積書、ホームページ、

カタログ等：品名、金額、支払先がわかるものを添付）。
②審査後、交付決定通知が届く。
③取組実施（支出）。その後、実績報告・請求書を提出する。
④指定口座に振り込まれる。

申　請　先 未定 お近くの商工会・商工会議所、石川県中小企業団体中央会、公益財団
法人石川県産業創出支援機構
※公募要領や申請書は上記機関のホームページより入手する。

相　談　先 厚生労働省医政局新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター
電話：03-3595-3317

石川県事業者支援ワンストップコールセンター
電話：076-225-1920

感染拡大防止支援金
厚労省と石川県の2制度あります！

ホームページで
開業医向け支援制度を紹介
医療機関向け支援制度については、『石川保険医新聞』や石川県保険医

協会ホームページで随時紹介していますのでご覧ください（本紙7月号には
「新型コロナウイルス感染症に係る支援マップ 医療機関向け」（Ａ３／1枚）
を同封しました）。

石 川 保 険 医 新 聞 2020年8月15日（毎月15日発行）（4）第580号



慰労金Q&A（厚労省『新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関す
るＱ＆Ａ（第４版）』より一部抜粋）

Q．	「患者と接する」はどこまで含まれるのでしょうか。
A．
○	 慰労金の趣旨に照らし、患者と接する業務に従事する医療従事者や職員を

慰労金の対象としています。
○	 例えば、病棟や外来などの診療部門で患者の診療に従事したり、受付、会

計等窓口対応を行う職員は通常該当します。また、診療には直接携わらない
ものの、医療機関内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員等は医療
機関における勤務実態等に応じて該当するものと考えられます。一方、対象
期間中はテレワークのみによる勤務であったり、医療を提供する施設とは区
分された当該法人の本部等での勤務のみであったなどの場合は該当しないと
考えられます。

○	 なお、まず各医療機関等において勤務内容によって判断いただき、都道府
県に申請いただくことになります。

Q．	「患者と接する医療従事者や職員」にある「患者」とは、新型コロナウイル
ス感染症患者（疑い患者を含む）に限定されるのでしょうか。 
A．	新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者を含む）に限られません。他

の疾病による患者も含まれます。	

Q．	対象となる「医療従事者や職員」には、医師、看護師等医療専門職以外も
含まれるのでしょうか。また、正社員、非常勤、嘱託、パート、アルバイト、
派遣労働者等、雇用形態等により限定されるのでしょうか。委託業者の職員
についても対象となりますか。

併せて、公立の医療機関等の公務員も対象となりますか。

A．	資格や職種による限定はありません。また、雇用形態等による限定はあ
りません。委託業者の職員であっても医療機関等における勤務内容によって
対象となります。公立の医療機関等の公務員も対象となります。	

Q．	委託業者の職員はどのようなものが対象となるのでしょうか。給食、院内
清掃、寝具類洗濯、院内保育施設、機器保守点検業務などは対象となるので
しょうか。
A．
○	 委託業者の職員については、①患者との接触を伴い、かつ、②継続して提

供が必要な業務である場合に対象となり、医療機関等における勤務内容に
よって判断いただきます。

○	 なお、一般的には、例えば、医療機関等内での受付や会計などの医療事
務、院内清掃、患者搬送、患者等給食といった業務は対象となる場合が多い
と考えられます。一方、医療廃棄物処理、寝具類洗濯、設備や機器の保守点
検などは一般的に対象となりにくいと考えられますが、各医療機関等におけ
る委託業務の内容によって患者と接する場合もあることから、各医療機関等
の実態に応じて判断いただくことになります。	

Q．	「10 日以上勤務」の１日の数え方はどのようになるのでしょうか。また、複
数の医療機関等で勤務する場合は通算してよいのでしょうか。
A．	１日当たりの勤務時間数は問わずに、勤務日数を数えてください。なお、

当直勤務などで日をまたぐ場合は２日と数えてください。また、複数の医療
機関等で勤務されている場合は、勤務日数を通算して構いません。	

Q．	対象となる「診療所」に歯科診療所は含まれるのでしょうか。
A．	歯科診療所は対象となります。ただし、保険医療機関に限ります。

感染拡大防止等支援事業（厚労省）Q&A（厚労省『新型コロナウイル
ス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A（第4版）』より一部抜粋）

Q.	 どのような経費が対象となるのでしょうか。
A.
○		「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」

を除き、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用が対象です。
○	 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎな

がら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用に
ついて、幅広く対象となります。

※例：清掃委託、洗濯委託、検査委託、寝具リース、感染性廃棄物処理、個人
防護具の購入等

Q.	 いつからいつまでの費用が対象となるのでしょうか。
A.
○	 令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月31日までにかかる経費が対象となり

ます。
○	 申請日以降に発生が見込まれる費用も合わせて、概算で申請することも可

能としています。概算で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、
領収書等の証拠書類を保管しておいてください。なお、実績報告において対
象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき
確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。

Q.	 どのような施設が補助の対象となるのでしょうか。
A.
○	 新型コロナ感染症の院内等での感染拡大を防ぐための取組※を行う病院
（医科、歯科）、有床診療所（医科、歯科）、無床診療所（医科、歯科）、薬局、
訪問看護ステーション、助産所が対象となります。

〇	 ただし、保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪
問看護事業者でない訪問看護ステーションは対象外です。

※取組の例（例示であり、これに限られるものではありません）
①	 共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒などの環境整備
②	 予約診療の拡大、整理券の配布等を行い、患者に適切な受診の仕方を周知
③	 発熱等の症状を有する新型コロナ疑いの患者とその他の患者が混在しな

いよう、動線の確保やレイアウト変更、診療順の工夫など
④	 感染防止のための個人防護具等の確保
⑤	 電話等情報通信機器を用いた診療体制等の確保
⑥	 医療従事者の感染拡大防止対策（研修、健康管理等）

Q.	 新型コロナ患者の受入れ対応等をしていなくても対象となるのでしょうか。 
A.	 対象となります。新型コロナ患者の受入れは要件となっていません。

Q.	 病院の場合、病床数ごとに上限額が加算されるが、加算される病床数に上
限はあるのでしょうか。
A.	 病床数の上限はありません。

≪厚労省申請マニュアルより抜粋≫
◦	賃金・報酬;感染防止対策を実施する者を新規に雇用した際の賃金	等
◦	謝金;感染拡大防止の勉強会を実施するための講師謝金	等
◦	会議費;感染拡大防止の勉強会のための会場費	等
◦	旅費;感染拡大防止研修のための医師派遣にかかる旅費	等	
◦	需用費;消耗品（マスクや消毒用アルコール等）費	等	
◦	役務費;職員の感染に係る保険料	等	
◦	委託料;施設内の清掃委託、洗濯委託、消毒委託、検査委託、感染性廃棄物処

理委託、レイアウト変更のための委託費用	等	
◦	使用料及び賃借料;寝具リース料	等	
◦	備品購入費；HEPA	フィルター付き空気清浄機の購入費	等

慰労金と感染拡大防止等支援事業の申請について、 7 月28日現在、第 1 回の申請受付日はまだ石川県より示されていません。
以下、厚労省が示しているQ&Aから、問い合わせが多い項目を掲載いたします。

慰労金・感染拡大防止等支援事業Q&A
石 川 保 険 医 新 聞 第580号（5）2020年8月15日（毎月15日発行）



　

宮
内
　
修
（
金
沢
市
・
眼
科
）

感
染
対
策　

眼
科
編

目
を
直
接
診
な
い
と
完
結
し

な
い
眼
科
診
療
に
お
い
て
は
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
を

適
度
に
保
つ
の
に
大
変
気
を
使

い
ま
す
。
一
般
的
な
眼
科
検
査

で
あ
る
細
隙
灯
顕
微
鏡
検
査
時

に
は
、
患
者
さ
ん
が
台
に
顎
を

の
せ
た
状
態
で
眼
科
医
が
目
の

中
を
覗
き
込
む
必
要
が
あ
る
た

め
、
ど
う
し
て
も
患
者
さ
ん
と

顔
が
近
づ
き
ま
す
。
日
頃
か
ら

流
行
性
角
結
膜
炎
（
い
わ
ゆ
る

流
行
り
目
）
に
慣
れ
て
い
る
眼

科
医
に
と
っ
て
も
、
未
知
な
部

分
が
多
す
ぎ
る
今
回
の
感
染
症

は
恐
怖
で
あ
り
、
診
察
時
の
飛

沫
感
染
を
防
ぐ
「
細
隙
灯
顕
微

鏡
用
シ
ー
ル
ド
」
が
今
年
の
早

い
段
階
か
ら
工
夫
さ
れ
て
き
ま

し
た
（
写
真
）。
患
者
さ
ん
に

は
マ
ス
ク
を
つ
け
て
い
た
だ

き
、
眼
科
医
自
身
も
マ
ス
ク
や

手
袋
は
当
然
し
て
い
ま
す
が
、

フ
ェ
イ
ス
ガ
ー
ド
を
接
眼
レ
ン

ズ
に
押
し
付
け
る
よ
う
に
し
て

顕
微
鏡
を
覗
き
込
む
の
は
し
ん

ど
く
、
こ
の
シ
ー
ル
ド
が
あ
れ

ば
だ
い
ぶ
飛
沫
感
染
が
防
げ
ま

て
、
次
の
患
者
さ
ん
を
お
呼
び

し
た
。
し
か
し
、
な
か
な
か

入
っ
て
こ
ら
れ
な
い
。
様
子
を

聞
く
と
、
咳
を
さ
れ
て
い
た
患

者
さ
ん
が
入
っ
た
診
察
室
に
は

入
り
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
ら

し
い
。
喘
息
の
患
者
さ
ん
も
そ

の
こ
と
を
理
解
し
て
い
て
、
咳

を
こ
ら
え
よ
う
と
す
れ
ば
す
る

ほ
ど
咳
が
出
る
。
喘
息
患
者
さ

ん
も
肩
身
を
狭
く
し
て
養
生
し

て
い
る
。「
私
の
咳
は
喘
息
で

コ
ロ
ナ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と

書
い
て
、
表
示
し
た
ら
と
提
案

し
た
。
困
っ
た
世
の
中
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
。

　

申
　
東
奎
（
金
沢
市
・
外
科
）

金
沢
市
の
診
療
体
制

①
現
在
、
内
科
系
病
院
約
20

カ
所
と
一
般
内
科
診
療
所
が
あ

る
が
、
ど
こ
が
受
診
可
能
か
分

か
ら
な
い
（
例
え
ば
、
ス
マ
ホ

に
出
て
い
る
外
来
診
療
時
間
は

変
更
な
く
、
そ
の
ま
ま
受
け
止

め
て
よ
い
の
か
）。

②
建
物
に
つ
い
て
言
え
ば
、

前
後
に
分
断
で
き
、
そ
れ
ぞ
れ

に
出
入
り
口
が
あ
る
造
り
の
診

察
室
で
な
い
と
、
一
般
診
療
所

で
の
診
察
は
困
難
だ
と
思
う
。

③
で
き
れ
ば
数
カ
所
の
（
必

要
と
あ
れ
ば
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
や
胸

部
Ｘ
線
の
撮
れ
る
）
設
備
を
つ

く
り
、
医
師
の
交
代
診
療
な
ど

の
仕
組
み
づ
く
り
も
必
要
と

思
う
。

④
現
実
に
は
金
沢
市
保
健
所

（
受
診
者
か
ら
は
０
７
６	

─
２

３
４	

─
５
１
１
６
、
医
師
か

ら
は
０
７
６	

─
２
３
４	

─
５

１
０
６
）
に
電
話
す
る
と
、
そ

こ
か
ら
帰
国
者
・
接
触
者
相
談

セ
ン
タ
ー
へ
伝
わ
り
、
そ
の
返

事
が
保
健
所
に
戻
り
、
受
診
者

と
医
師
へ
返
事
が
届
く
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
受
診
者
の
同

意
が
な
け
れ
ば
医
師
に
は
届
か

な
い
ら
し
い
。
必
ず
医
師
に
知

ら
せ
て
ほ
し
い
。
で
な
け
れ

ば
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
陽
性
時
の
こ

と
な
ど
を
考
え
る
と
診
療
は
で

き
な
い
。

⑤
実
体
験
と
し
て
、
２
０
２

０
年
４
月
、
数
名
の
患
者
に
対

し
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
が
必
要
と
判
断

し
、
医
師
が
セ
ン
タ
ー
へ
電
話

す
る
も
経
過
観
察
と
判
断
さ
れ

た
。
だ
が
、
う
ち
１
例
は
ど
う

し
て
も
陽
性
の
疑
い
が
拭
い
き

れ
ず
、
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
が
必
要
と

思
わ
れ
、
本
人
に
再
聞
き
取
り

の
上
、
再
度
電
話
依
頼
し
、
結

果
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
陽
性
で
あ
っ

た
。
約
２
週
間
の
入
院
後
、
異

常
な
く
元
気
に
退
院
し
た
と
報

告
を
受
け
る
。
こ
の
時
、
診

療
を
休
診
に
す
る
か
悩
む
も
、

こ
の
患
者
さ
ん
は
咳
も
な
く

（
37
・
０
〜
37
・
５
℃
の
発
熱

は
あ
り
）、
当
初
よ
り
マ
ス
ク

の
着
用
安
定
、
診
療
も
医
師
一

人
で
診
察
、
検
査
、
処
置
を
完

全
防
護
下
で
行
っ
た
こ
と
に
よ

り
、
数
日
の
経
過
観
察
（
特
に

３
〜
５
日
以
内
の
発
熱
に
注

意
）
を
す
る
こ
と
に
し
、
そ
の

後
10
日
目
を
過
ぎ
る
ま
で
は
気

が
か
り
だ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、

診
療
後
と
翌
日
の
２
回
、
ア
ル

コ
ー
ル
、
次
亜
塩
素
酸
ナ
ト
リ

ウ
ム
に
よ
る
室
内
の
消
毒
、
換

気
を
施
行
し
た
。

あ
ま
り
に
も
少
な
い
Ｐ
Ｃ
Ｒ

す
。
顕
微
鏡
か
ら
う
ま
く
覗
け

る
よ
う
に
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
や

透
明
カ
ー
ド
ケ
ー
ス
に
穴
を
開

け
て
鏡
筒
に
装
着
し
、
顕
微
鏡

を
動
か
す
ジ
ョ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク

も
無
理
な
く
操
作
で
き
る
よ
う

に
形
を
ア
レ
ン
ジ
し
ま
す
。

全
国
の
眼
科
で
は
、
日
頃
よ

り
ウ
イ
ル
ス
性
結
膜
炎
の
感
染

に
十
分
に
注
意
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
対
し
て
も
、
医
師

や
ス
タ
ッ
フ
が
マ
ス
ク
装
着
や

手
指
消
毒
の
徹
底
、
診
察
室
の

換
気
な
ど
、	

安
全
対
策
を
十
分

に
行
っ
て
お
り
ま
す
。
む
し

ろ
、
怖
が
っ
て
し
ま
う
あ
ま
り

に
受
診
を
控
え
す
ぎ
て
、
診
察

を
受
け
る
タ
イ
ミ
ン
グ
が
遅
れ

た
り
、
い
つ
も
使
う
目
薬
が
途

切
れ
て
病
気
を
悪
化
さ
せ
た
り

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
で

き
る
限
り
の
対
策
を
し
て
患
者

さ
ん
を
お
迎
え
し
た
い
も
の

で
す
。

　

土
田
　
敏
典
（
金
沢
市
・
整
形
外
科
）

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の

�

当
院
の
対
応

２
０
２
０
年
１
月
頃
か
ら
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

が
国
内
で
も
発
生
し
て
お
り
、

石
川
県
内
で
は
ま
だ
発
症
し
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
高
齢
者

が
感
染
す
る
と
重
症
化
し
や
す

く
危
険
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て

き
て
い
た
頃
の
こ
と
で
す
。

２
月
中
旬
に
足
底
部
が
発
赤

腫
脹
し
て
き
た
と
い
う
患
者
さ

ん
が
近
医
か
ら
紹
介
受
診
し
、

X
線
検
査
で
異
物
が
深
部
に

迷
入
し
て
お
り
、
別
医
で
針
を

摘
出
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
摘

出
後
も
発
熱
が
続
き
、
血
液
検

査
で
Ｃ
Ｒ
Ｐ
１
9
・
９
、
白
血

球
数
１
万
６
千
と
高
値
で
あ

り
、
足
部
感
染
症
か
ら
か
、
も

し
か
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
だ
っ
た
ら
ど
う
し
よ

う
か
と
迷
い
ま
し
た
が
、
最
初

の
医
療
機
関
で
対
処
し
て
も
ら

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
で
は

な
か
っ
た
の
で
す
が
、
発
熱
の

患
者
さ
ん
が
来
院
し
た
場
合
、

ど
の
よ
う
に
対
処
す
べ
き
か
考

え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

当
院
で
、
も
し
無
症
状
の
感

染
者
が
受
診
し
、
そ
の
後
感
染

者
が
来
院
し
た
事
が
判
明
し
た

場
合
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た

ら
良
い
か
、
金
沢
市
医
師
会
に

相
談
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し

た
。
当
院
に
も
マ
ス
ク
や
ア
ル

コ
ー
ル
材
料
の
提
供
を
し
て
く

だ
さ
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

当
院
で
は
、「
感
染
が
疑
わ

し
い
場
合
は
、
外
出
を
控
え
、

帰
国
者
・
接
触
者
相
談
セ
ン

タ
ー
に
電
話
で
相
談
す
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
」
と
玄
関
に

提
示
し
、
屋
内
で
は
マ
ス
ク
装

着
、
ア
ル
コ
ー
ル
手
指
消
毒
、

体
温
測
定
を
し
、
一
定
時
間
で

の
換
気
、
院
内
消
毒
を
す
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
。
今
後
の
さ

ら
な
る
対
策
と
し
て
、
医
療

機
関
や
公
共
施
設
の
職
員
に
対

し
、
定
期
的
に
P
C
R
検
査

を
行
い
、
感
染
者
が
い
な
い
こ

と
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
も
必

要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

心
か
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
に
携
わ
っ
て
い
る

医
療
機
関
の
皆
さ
ま
に
感
謝
を

申
し
上
げ
ま
す
。
当
院
も
、
青

空
ハ
ウ
ス
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
患
者
・
宿
泊
療
養

施
設
）
に
出
張
す
る
等
、
微
力

で
す
が
、
医
療
崩
壊
に
な
ら
な

い
よ
う
に
協
力
し
て
い
き
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

原
　
和
人
（
金
沢
市
・
外
科
）

発
熱
外
来

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

の
拡
大
に
よ
っ
て
、
僕
の
病
院

で
も
発
熱
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
、
風
邪
症
状
や
下
痢
な
ど
の

消
化
器
症
状
の
あ
る
患
者
さ
ん

は
「
発
熱
外
来
」
と
い
う
一
般

外
来
と
は
区
別
さ
れ
た
所
で
診

察
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ

で
診
察
す
る
場
合
に
は
、
感
染

予
防
を
徹
底
し
て
診
察
す
る
。

は
じ
め
は
、
そ
の
手
順
も
あ
い

ま
い
だ
っ
た
け
ど
、「
先
生
自

身
を
コ
ロ
ナ
か
ら
守
る
た
め
な

の
で
き
ち
っ
と
や
っ
て
く
だ
さ

い
」
と
看
護
師
に
怒
ら
れ
て
、

そ
れ
な
り
に
ス
ム
ー
ズ
に
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
。

１
週
間
ほ
ど
前
か
ら
身
体
が

だ
る
く
て
、
絶
対
に
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
と
信

じ
て
来
ら
れ
た
30
代
の
女
性
を

診
察
し
た
。
熱
も
な
い
し
診
察

で
も
異
常
が
な
い
。
彼
女
は
、

Ａ
４
一
枚
に
こ
れ
ま
で
の
行
動

や
症
状
に
つ
い
て
細
か
く
手
書

き
を
し
て
持
参
さ
れ
た
。
こ
の

間
、
家
族
に
も
極
力
接
触
し
な

か
っ
た
と
い
う
。
念
の
た
め
に

胸
部
写
真
と
採
血
検
査
を
し
た

が
、
特
に
異
常
は
な
い
。「
胸

の
写
真
は
異
常
な
い
よ
う
で
す

ね
」
と
言
う
と
、
彼
女
の
顔
が

半
分
明
る
く
な
っ
た
。
そ
し

て
、「
血
液
検
査
の
結
果
も
炎

症
反
応
が
な
い
し
、
コ
ロ
ナ
を

疑
う
所
見
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で

す
ね
」
と
説
明
す
る
と
、「
そ

う
で
す
か
。
良
か
っ
た
。
良

か
っ
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
」
と
全
開
に
明
る
く

な
っ
た
。

咳
を
中
心
と
す
る
風
邪
症
状

の
患
者
さ
ん
が
や
っ
て
き
た
。

「
先
生
、
な
ん
と
か
咳
を
止
め

て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
深

刻
な
様
子
で
話
さ
れ
る
。
咳
を

す
る
と
み
ん
な
か
ら
白
い
目
で

見
ら
れ
る
そ
う
だ
。
コ
ロ
ナ
時

代
に
な
っ
て
、
そ
う
簡
単
に
は

熱
を
出
し
た
り
咳
が
で
き
な
く

な
っ
た
。

喘
息
の
た
め
に
咳
を
し
て
い

る
患
者
さ
ん
の
診
察
が
終
わ
っ

著者作成の細隙灯顕微鏡用シールド。眼科の
診察で使われる細隙灯顕微鏡に取り付けて診
察時の飛沫感染を防ぎます

（
7
面
へ
つ
づ
く
）
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検
査
体
制
に
つ
い
て
は
言
葉
も

な
い
。
残
念
だ
。

　

井
沢
　
朗
（
金
沢
市
・
内
科
）

中
年
で
す
が
ゲ
ー
ム
大
好
き
。

�

そ
れ
が
何
か
？

小
中
学
校
が
よ
う
や
く
再
開

し
て
、
朝
の
慌
た
だ
し
さ
が
な

ん
と
な
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
あ
る
日
、
そ
の
電

話
が
あ
っ
た
。「
娘
が
ス
マ
ホ

ゲ
ー
ム
に
は
ま
っ
て
し
ま
っ

て
、
学
校
に
行
か
な
い
ん
で

す
!
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す

か
?
」
と
中
年
男
性
ら
し
い

声
。
聞
け
ば
七
尾
市
在
住
の

方
。
人
づ
て
に
自
分
が
ス
マ
ホ

依
存
症
の
講
演
を
し
て
い
る
の

を
知
り
、
居
て
も
た
っ
て
も
い

ら
れ
な
く
な
り
相
談
し
て
き
た

ら
し
い
。
自
分
は
内
科
医
、
治

療
や
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
は
で
き

な
い
こ
と
を
伝
え
、
対
応
し
て

い
る
機
関
を
紹
介
し
た
。

こ
の
手
の
相
談
、
５
月
末
か

ら
３
件
目
で
、
あ
き
ら
か
に

昨
年
よ
り
ハ
イ
ペ
ー
ス
で
あ

る
。
予
想
は
し
て
い
た
が
、
こ

れ
を
ま
と
も
に
受
け
て
い
た
ら

本
業
が
お
ろ
そ
か
に
な
る
の

で
、
受
付
の
段
階
で
お
断
り
し

よ
う
と
決
め
た
矢
先
、
近
所
の

小
学
校
か
ら
緊
急
で
小
学
生
に

対
す
る
ス
マ
ホ
依
存
症
防
止
の

授
業
の
依
頼
が
あ
っ
た
。
生
徒

が
３
人
く
ら
い
不
登
校
に
な
り

か
け
て
お

り
、
原
因

は
ス
マ
ホ

ゲ
ー
ム
に

は
ま
っ
て

し
ま
っ
た

こ
と
ら
し

い
、
と
。

１
週
間

後
の
土
砂

降
り
の
午

後
、
小
学

校
へ
向
か

う
。
３
密

を
避
け
る

た
め
学
年

を
分
け

て
、
同
じ

授
業
を
ダ

ブ
ル
ヘ
ッ

ダ
ー
で

行
っ
た
。

現
在
の
オ

ン
ラ
イ
ン

ゲ
ー
ム
に
は
ま
る
最
大
の
特
徴

は
「
ゲ
ー
ム
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
」
へ
の
依
存
で
あ
る
。

ゲ
ー
ム
内
で
助
け
て
も
ら
っ
た

相
手
か
ら
「
あ
り
が
と
う
!

助
か
っ
た
よ
」、「
ま
た
一
緒
に

や
ろ
う
!
」
み
た
い
な
、「
誰

か
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
」
感

が
た
ま
ら
な
い
ら
し
い
。
こ
の

感
覚
、
な
ん
と
か
リ
ア
ル
の
生

活
で
実
感
で
き
な
い
も
の
だ

ろ
う
か
?
み
ん
な
で
考
え
て
、

必
要
と
し
必
要
と
さ
れ
る
学
校

生
活
に
し
よ
う
!
と
締
め
く

く
る
と
、
大
抵
会
場
か
ら
は
良

い
手
ご
た
え
を
感
じ
る
こ
と
が

で
き
る
（
中
学
生
は
そ
う
は
い

か
な
い
が
）。
今
回
も
、
そ
こ

そ
こ
の
感
触
が
あ
り
質
疑
応
答

へ
。
良
い
質
問
も
た
く
さ
ん
あ

り
、
な
る
べ
く
丁
寧
に
答
え

た
。
最
後
の
質
問
。
ど
う
し
て

も
聞
き
た
い
こ
と
が
あ
る
!

と
力
の
入
っ
た
男
子
。
２
時
間

以
上
授
業
し
た
締
め
く
く
り
、

こ
ち
ら
も
力
が
入
る
。

「
先
生
の
あ
つ
森
の
I
D
を

教
え
て
!
遊
び
に
行
く
!
」

…
ま
だ
ま
だ
前
途
多
難
で

あ
る
。

　

大
川
　
義
弘
（
金
沢
市
・
内
科
）

訪
問
診
察
エ
ピ
ソ
ー
ド
番
外
編

今
と
な
っ
て
は
昔
の
こ
と

じ
ゃ
が
、
シ
リ
ー
ズ
「
訪
問
診

療
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
い
う
お

話
が
『
石
川
保
険
医
新
聞
』
に

連
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ

た
そ
う
な
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
が
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク

に
な
っ
て
お
り
、
人
類
史
に
お

い
て
１
０
０
年
前
の
ス
ペ
イ
ン

風
邪
以
来
の
一
大
事
で
、
訪
問

診
察
に
も
影
響
が
出
て
い
る
と

い
う
こ
と
じ
ゃ
て
、
そ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
を
披
露
し
よ
う
と
思
っ

た
わ
け
じ
ゃ
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
１

有
料
老
人
ホ
ー
ム
に
入
居
さ

れ
て
い
る
93
歳
の
Ａ
さ
ん
と
は

10
年
以
上
の
お
付
き
合
い
だ
。

部
屋
を
訪
れ
る
と
ホ
ワ
イ
ト

ボ
ー
ド
に
「
〇
○
来
ま
し
た
」

と
息
子
さ
ん
の
名
前
と
日
付
が

書
い
て
あ
る
の
が
目
に
入
る
。

毎
週
、
面
会
に
来
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
２

月
末
よ
り
面
会
制
限
が
か
か

り
、
全
く
会
え
な
く
な
っ
て
い

た
。
お
り
も
お
り
、
A
さ
ん

は
食
事
が
と
れ
な
く
な
り
、
ク

リ
ニ
ッ
ク
に
来
て
も
ら
っ
て
病

状
説
明
を
し
た
が
、
Ａ
さ
ん
本

人
に
息
子
さ
ん
が
会
え
な
い
状

況
で
の
話
で
息
子
さ
ん
も
何
か

ピ
ン
と
こ
な
い
感
じ
で
あ
っ

た
。
施
設
の
職
員
に
こ
う
い
う

状
況
だ
か
ら
会
わ
せ
て
あ
げ
て

ね
と
お
願
い
し
た
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
２

無
論
、
訪
問
時
は
マ
ス
ク
を

し
て
行
く
の
だ
が
、「
Ｂ
さ
ん
、

こ
ん
に
ち
は
」
と
声
を
か
け
て

も
、
Ｂ
さ
ん
は
怪
訝
な
顔
。
主

治
医
が
認
識
で
き
て
い
な
い
様

子
。
や
む
を
得
ず
、
息
を
止
め

つ
つ
マ
ス
ク
を
ず
ら
す
。
私
に

は
髭
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を

見
せ
る
と
や
っ
と
主
治
医
だ

と
認
識
さ
れ
笑
顔
が
出
て
く

る
。
マ
ス
ク
を
戻
し
て
診
察
開

始
だ
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
３

Ｃ
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
３
階

に
あ
る
。
そ
の
ユ
ニ
ッ
ト
の
３

人
に
訪
問
し
て
い
る
。
い
つ
も

な
ら
３
階
ま
で
上
が
っ
て
患
者

さ
ん
の
お
部
屋
で
診
察
す
る
の

だ
が
、
面
会
制
限
が
か
か
り
居

室
に
あ
げ
て
も
ら
え
ず
、
１

階
の
会
議
室
で
診
察
し
て
い

る
。
居
室
の
状
況
を
見
る
と
い

う
の
も
大
事
な
こ
と
だ
と
思
う

が
…
。

エ
ピ
ソ
ー
ド
４

Ｄ
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
は
、
と

て
も
じ
ゃ
な
い
が
連
れ
て
行
け

な
い
と
思
わ
れ
る
ま
で
、
外

出
・
社
会
参
加
的
な
観
点
で
利

用
者
の
方
の
通
院
援
助
を
し
て

い
る
。
が
、
今
回
の
こ
と
で
外

出
自
粛
と
な
り
、
代
わ
り
に
訪

問
診
療
を
頼
ま
れ
た
。
そ
れ
は

仕
方
が
な
い
と
思
う
が
、
利
用

者
の
方
は
完
全
に
閉
じ
こ
も
り

に
な
っ
て
い
る
。

　

濱
田
　
久
（
か
ほ
く
市
・
歯
科
）

世
界
の
変
化

毎
年
の
よ
う
に
起
き
る
激
甚

災
害
、
そ
の
一
因
が
地
球
温
暖

化
に
あ
る
こ
と
に
異
論
を
挟
む

人
は
い
な
い
だ
ろ
う
（
い
て
も

ジ
ョ
ー
カ
ー
の
様
な
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
ぐ
ら
い
と
思
わ
れ
る
）。

し
か
し
な
が
ら
昨
年
秋
、
国
連

の
気
候
サ
ミ
ッ
ト
で
15
歳
の
活

動
家
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
少
女
グ

レ
タ
・
ト
ゥ
ー
ン
ベ
リ
が
、
各

国
首
脳
の
前
で
、
化
石
燃
料
の

使
用
で
温
室
効
果
ガ
ス
の
濃
度

が
増
え
た
こ
と
に
よ
る
生
態
系

の
崩
壊
と
大
量
絶
滅
の
危
機

に
、
指
導
者
た
ち
が
、
お
金
の

話
や
永
遠
に
続
く
経
済
成
長
と

い
う
お
と
ぎ
話
ば
か
り
し
て
い

る
と
痛
烈
に
批
判
し
た
時
に

は
、
そ
う
は
い
っ
て
も
ど
う
す

れ
ば
?
と
正
直
思
っ
た
も
の

だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
冬
、
中
国
武
漢
か

ら
広
が
っ
た
コ
ロ
ナ
禍
は
、
春

に
は
世
界
の
様
相
を
一
変
さ
せ

た
。
経
済
活
動
に
急
ブ
レ
ー
キ

が
か
か
り
、
化
石
燃
料
は
消
費

量
の
減
少
か
ら
原
油
価
格
の
暴

落
を
招
い
た
。
感
染
者
と
死
者

の
増
大
は
著
し
い
が
、
実
際
の

数
字
よ
り
も
人
々
の
心
に
与
え

た
イ
ン
パ
ク
ト
の
方
が
は
る
か

に
大
き
く
、
ま
る
で
テ
ロ
が
起

き
た
の
か
と
さ
え
思
え
て
し
ま

う
（
も
ち
ろ
ん
あ
り
得
な
い
話

だ
）。
先
進
国
で
ろ
く
な
対
策

も
し
な
か
っ
た
国
に
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
が
あ
る
が
、
偶
然
の
一
致

だ
ろ
う
（
ス
パ
イ
小
説
の
題
材

に
は
、
な
る
か
も
知
れ
な
い
）。

こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
人
、

物
、
カ
ネ
の
移
動
が
抑
制
さ

れ
、
代
わ
り
に
バ
ー
チ
ャ
ル
な

空
間
で
の
取
引
、
移
動
の
割
合

が
増
大
す
る
、
環
境
に
も
エ
コ

な
社
会
と
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ

う
。
昭
和
な
ア
ナ
ロ
グ
の
私
に

は
、
ち
ょ
っ
と
面
倒
な
世
の
中

だ
と
愚
痴
り
た
く
も
な
る
が
、

「
こ
の
世
の
実
相
は
変
化
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
ブ
ッ

ダ
）
と
い
う
し
、「
生
き
残
る

こ
と
が
で
き
た
の
は
、
環
境
の

変
化
に
適
応
で
き
た
も
の
で
あ

る
」（
ダ
ー
ウ
ィ
ン
）
と
も
い

う
の
で
、
気
に
か
け
な
い
わ
け

に
も
い
か
な
い
。

各保険医協会・保険医会一覧 
（2020年７月現在）

団　　体　　名 電 話 番 号 【FAX 番号】 〒
所　　　在　　　地

北 海 道 保 険 医 会 011-231-6281 【231-6283】 060-0042 札幌市中央区大通西6-6　北海道医師会館３Ｆ

青森県保険医協会 017-722-5483 【774-1326】 030-0823 青森市橋本3-15-5　青森県保険医会館内

岩手県保険医協会 019-651-7341 【651-7374】 020-0034 盛岡市盛岡駅前通り15-19　盛岡富国生命ビル８Ｆ

宮城県保険医協会 022-265-1667 【265-0576】 980-0014 仙台市青葉区本町2-1-29仙台本町ホンマビル４Ｆ

秋田県保険医協会 018-832-1651 【833-6880】 010-0001 秋田市中通2-2-21　秋田フコク生命ビル２Ｆ

山形県保険医協会 023-642-2838 【642-2839】 990-0043 山形市本町2-1-2　富国生命ビル２Ｆ

福島県保険医協会 024-531-1151 【531-1153】 960-8252 福島市御山字中屋敷96番地　福島県保険医会館

茨城県保険医協会 029-823-7930 【822-1341】 300-0038 土浦市大町12-31

栃 木 県保険医協会 028-622-0083 【627-0648】 320-0017 宇都宮市戸祭台29-17　

群 馬県保険医協会 027-220-1125 【220-1126】 371-0023 前橋市本町2-15-10　前橋フコク生命ビル８Ｆ

埼玉県保険医協会 048-824-7130 【824-7547】 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-2-2　アンリツビル５Ｆ

千葉県保険医協会 043-248-1617 【245-1777】 260-0031 千葉市中央区新千葉2-7-2　大宗センタービル４Ｆ

東 京 保 険 医 協 会 03-5339-3601 【5339-3449】 160-0023 新宿区西新宿3-2-7　ＫＤＸ新宿ビル４Ｆ

〃 三 多 摩 分 室 042-325-1351 【325-1802】 185-0021 国分寺市南町3-25-9　カメダビル４Ｆ

東京歯科保険医協会 03-3205-2999 【3209-9918】 169-0075 新宿区高田馬場1-29-8　いちご高田馬場ビル６Ｆ

神奈川県保険医協会 045-313-2111 【313-2113】 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2　TSプラザビル２Ｆ

山梨県保険医協会 055-227-5434 【227-5435】 400-0862 甲府市朝気1-3-26

新 潟 県 保 険 医 会 025-241-8625 【241-4959】 950-0865 新潟市中央区本馬越2-17-5

富 山 県保険医協会 076-442-8000 【442-3033】 930-0004 富山市桜橋通り6-13　フコクビル11Ｆ

石川県保険医協会 076-222-5373 【231-5156】 920-0902 金沢市尾張町2-8-23　太陽生命金沢ビル８Ｆ

福井県保険医協会 0776-21-1660 【21-1649】 910-0038 福井市三ツ屋2-704-1　

長 野県保険医協会 026-226-0086 【226-8698】 380-0928 長野市若里1-5-26　長野県保険医会館

岐阜県保険医協会 058-267-0711 【267-0712】 500-8844 岐阜市吉野町6-14　大樹生命岐阜駅前ビル６Ｆ

静岡県保険医協会 054-281-6845 【281-7473】 422-8067 静岡市駿河区南町18-1　サウスポット静岡８Ｆ

愛知県保険医協会 052-832-1345 【834-3512】 466-8655 名古屋市昭和区妙見町19-2　愛知県保険医会館内

三重県保険医協会 059-225-1071 【225-1088】 514-0062 津市観音寺町429-13　

滋 賀県保険医協会 077-522-1152 【525-3093】 520-0047 大津市浜大津2-1-36　大津フコク生命ビル８Ｆ

京都府保険医協会 075-212-8877 【212-0707】 604-8162 京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637　インターワンプレイス烏丸６Ｆ

京都府歯科保険医協会 075-746-7680 【746-4711】 604-8106 京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町670番地１　吉岡御池ビル２Ｆ

大阪府保険医協会 06-6568-7721 【6568-2389】 556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-33　大阪府保険医会館内１Ｆ

大阪府歯科保険医協会 06-6568-7731 【6568-0564】 556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-33　大阪府保険医会館内３Ｆ

兵庫県保険医協会 078-393-1801 【393-1802】 650-0024 神戸市中央区海岸通1-2-31　神戸フコク生命海岸通ビル５Ｆ

奈良県保険医協会 0742-33-2553 【34-9644】 630-8013 奈良市三条大路2-1-10

和歌山県保険医協会 073-436-3766 【436-4827】 640-8157 和歌山市八番丁11番地　日本生命和歌山八番丁ビル８Ｆ

鳥取県保険医協会 0859-24-3063 【24-3066】 683-0853 米子市両三柳877-1　鳥取県保険医会館

島根県保険医協会 0852-25-6250 【27-5724】 690-0044 松江市浜乃木4-4-1　久谷ビル１Ｆ

岡山県保険医協会 086-277-3307 【277-3371】 703-8266 岡山市中区湊487-1　

広 島県保険医協会 082-262-5424 【262-5427】 732-0825 広島市南区金屋町2-15ＫＤＸ広島ビル４Ｆ

山口県保険医協会 083-973-9630 【974-5900】 754-0026 山口市小郡栄町1-2　山口県保険医会館内

徳島県保険医協会 088-626-1221 【623-6754】 770-0847 徳島市幸町1-44　徳島フコク生命ビル５Ｆ

香川県保険医協会 087-802-1335 【802-1336】 760-0057 高松市旅篭町14-8　ボヌール旅篭１Ｆ

愛媛県保険医協会 089-989-2511 【989-2711】 790-0003 松山市三番町４-7-7　愛媛汽船松山ビル３Ｆ

高 知 保 険 医 協 会 088-832-5231 【832-5229】 780-8035 高知市河ノ瀬町41-1　AQUSHビル４Ｆ

福岡県保険医協会 092-451-9025 【451-6642】 812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-3　博多駅前第一ビル８Ｆ

福岡県歯科保険医協会 092-473-5646 【473-7182】 812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-3　博多駅前第一ビル８Ｆ

佐賀県保険医協会 0952-29-1933 【23-5218】 840-0801 佐賀市駅前中央1-9-45　大樹生命佐賀駅前ビル４Ｆ

長崎県保険医協会 095-825-3829 【825-3893】 850-0056 長崎市恵美須町2-3　フコク生命ビル２Ｆ

熊本県保険医協会 096-385-3330 【385-6448】 862-0950 熊本市中央区水前寺6-50-25　中島ビル４Ｆ

大分県保険医協会 097-568-0066 【568-1570】 870-0951 大分市大字下郡1602-1　大分県保険医会館１Ｆ

宮崎県保険医協会 0985-29-9516 【29-1256】 880-0056 宮崎市神宮東3-4-21　山本コーポ１Ｆ

鹿児島県保険医協会 099-254-8662 【254-8667】 890-0056 鹿児島市下荒田3-44-18　のせビル３Ｆ

沖縄県保険医協会 098-832-7813 【832-4482】 902-0078 那覇市字識名1195-1　大城産業ビル１Ｆ　106号

全国保険医団体連合会 03-3375-5121 【3375-1862】 151-0053 渋谷区代々木2-5-5　新宿農協会館内

発行所　全国保険医団体連合会　　〒 151-0053　東京都渋谷区代々木 2-5-5　新宿農協会館内　TEL（03）3375-5121 ㈹

届出医療等の活用と留意点－施設基準・人員基準等の手引き－（2020年度～2021年度版）
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届出医療等の
活用と留意点
2020～2021年度版

発刊のご案内

●体　裁　B5判、約1400ページ
●発行日　2020年8月20日
●発　行　全国保険医団体連合会
●定　価　6,000円

届出医療は施設基準や人員基準を満
たし、地方厚生局長等に届出を行うこと
により算定できる点数です。そのため、
届出後も施設基準等の要件を日常的に
整え続けなくてはなりません。『届出医
療等の活用と留意点』では効率的に管
理ができるよう、点数ごとに届出チェッ
ク表や日常管理チェック表を掲載して
います。
また、厚労省より公表されている適
時調査実施要領の重点対象項目に
マークを入れるなどしてさらに内容を
充実させました。
会員価格3,000円（定価6,000円）

です。ＦＡＸ・電話・メールよりお申し込
みください。

石川県保険医協会
TEL(076)222-5373　FAX(076)231-5156
Eメール ishikawa-hok@doc-net.or.jp

（
6
面
の
つ
づ
き
）

授業スライドより一枚

特集
新型コロナ
ウイルス よもやま話
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自在性が魅力です！
○急な出費にも1口単位で解約できます  
○払込が困難な時には「掛金中断」もできます
○年金の受け取りは「受給時」に ①10年定額年金 ②15年定額年金
　③15年逓増年金 ④20年逓増年金 から選択、または一括受け取り
○万一の時にはご遺族に全額給付

保険医年金は、国の公的年金制度が不十分なためにつくられた医師・歯科医師
を対象とする積立型の年金制度（拠出型企業年金保険）です。1968年に創設して
以来、わが国有数のスケールに発展しています。
保険医年金では、年金制度でもっとも大事な加入者の年金給付を守ることを
重視し、これまでに年金受給者の年金額をカットしたことは一度もありません。

年金資産は6社の生保会社でリスク分散されています。

※普及期間中には、保険医年金の引受保険会社のうち、大樹生命（旧 三井生命）、明治安田生命、
富国生命の普及担当者が制度内容等をご案内します。

※ここでは制度の概要をお知らせしております。詳細についてはパンフレットをご確認ください。

全国の会員から、自在性・柔軟性に富む保険医年金が評価されています。
お問い合わせは 石川県保険医協会まで

Tel：076-222-5373  Fax：076-231-5156

9月1日から10月25日まで

明日のための安心設計

保険医年金の
おすすめ

この機会にぜひ加入・増口をご検討ください。
ご加入日 2021年1月1日
加入資格 新規は満74歳、増口は満79歳まで

の保険医協会の会員
月　払

１口１万円
一時払

１口50万円予定利率
（2020年9月1日現在）1.259％1.259％

加入・増口の
受付は

※2019年度は上乗せ配当があり、予定利率と合わせて配当率
は1.338％となりました。

保険医協会に
ぜひご入会下さい！

本 号 は 未 入 会 の 先 生 に も お 送 り し ま し た 。

保険医協会は国民医療の充実と共に、
保険医の生活と権利を守ります。

石川県保険医協会 ☎076（222）5373

お電話または同封の入会申込ハガキに必要事項を記入のうえ、ご返送下さい。

日常診療に役立つさまざまな活動を行っています

診療報酬改定（医科・歯科・介護）時には、いち早く新点数情報をお届けします。
日常の保険請求への問い合わせにも懇切丁寧にお答えし、審査、指導、監査
などについての情報提供やご相談にも応じています。

共済制度「休業保障共済保険」「保険医年金」「グループ保険」などに加入できます。
新規開業医懇談会の開催や経営・税務・雇用に関する情報提供等も行って
います。

医科・歯科の共同体をいかし、交流・連携ができます。
医科・歯科ともに多彩な講演会を企画開催しています。

県内の医療・福祉関連情報として、『病院マップ』や『福祉マップ』、歯科関連では
『歯科保険診療便覧』『お口の機能を育てましょう』など石川協会オリジナル
の書籍をたくさん発行しています。
月に１回『石川保険医新聞』を発行しています。地元の地域医療に関する情報
や会員からの楽しい投稿が盛りだくさんです。

石川県保険医協会は、全国保険医団体連合会（保団連）に加入しているの
で、全国の審査、指導・監査の動向、厚生労働省の関係資料やその解説資料な
ど、必要な情報が迅速にお届けできます。

会員同士の交流会、文化企画にご参加いただけます。

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10

たとえばこんなメリットが！注目

開業医 4,500円
勤務医 3,800円

会費（月額） なし入会金

※３カ月ごとに銀行口座から引き落としさせて頂きます。

医科　723人、歯科　314人
会員数　1,037人

入会の方法は

連絡先

「傷病休業給付金」は、ケガや疾病により６日以上
連続して休業された場合に、６日目以降休業された
日数分給付されます。休業される事態が生じた場合
は、速やかに保険医協会事務局までご連絡ください。

休業保障共済保険に
ご加入されている先生方へ

石川県保険医協会　TEL(076)222-5373　FAX(076)231-5156

保険医の生活と経営を支える

活用していますか？ 

●ご希望の会員には各共済制度の詳細なパンフレットなどをお送りします。
電話.076(222)5373 FAX.076(231)5156石川県保険医協会 Ｅメール：ｉｓｈｉｋａｗａ‐ｈｏｋ＠ｄｏｃ‐ｎｅｔ．ｏｒ．ｊｐ

保険医年金リタイヤ後の生活設計に

9/1～申込受付開始、
2021年1/1加入

◆加入資格／満74歳（増口は満79歳）までの会員
◉月払（1口月額1万円）と一時払（1口50万円）
◉受け取り方法は4種類から選択（10年確定、15
年確定、15年逓増、20年逓増）

9/14まで申込受付中、
12/1加入

◆加入資格／60歳未満の健康で正常に就業し
ている会員
◉入院はもちろん代診を置いて自宅療養でも給付
◉拠出金は加入時のまま上がらず、掛け捨てで
はありません

保険医休業保障共済保険病気・ケガの
強い味方

毎月申込受付中!

◆加入資格／健康で正常に就業している65歳6
カ月までの会員、配偶者、子ども
◉会員は最高4,500万円、配偶者は2,000万円、
子どもは400万円までの保障
◉剰余金が生じた場合には配当金をお支払いし
ます

死亡や高度障害など
万一の時は グループ保険
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（
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わ
り
）

2020年度診療報酬改定において、レセプト摘要欄に記載することとされている事項について、摘要欄に自由記述する形式から、レセプト電算処理システ
ム用コード（以下、コード）を選択し入力する形式や、コードを入力した上で必要事項を記載する形式に変更されている項目が多数あります。コードの入
力は2020年10月診療分（2020年11月請求）以降は必須です（電子レセプトが対象で紙レセプトの場合はコード入力は不要）。

2020年度改定でコードが付与された事項について、医科は『新点数運用Q&A	─	レセプトの記載	─	2020年 4 月』270ページにて変更箇所をゴシックで表
記しています。『保険診療の手引	2020年 4 月版』では各点数ごとに「明細書記載の要点」を設け、レセプトに記載が必要な事項をまとめて掲載しておりま
す。関係のある点数について、今一度ご確認ください。歯科は、現在編集中の『歯科保険診療便覧』にコードを掲載しています。お手元に届くまで今しば
らくお待ちください。

また、2020年度改定にて新たに、超音波検査の「 2 	断層撮影法『ロ	その他の場合』（ 1 ）胸腹部」（530点）では「検査を行った領域」の記載が、写真
診断の「 1 	単純撮影」では「撮影部位（左・右・両側の別も）」の記載が追加されています。これらも10月診療分以降はコード入力が必須となりますので
ご留意ください。下表はコードが付与されたものの一部抜粋です。この他にも多数ありますので、上記のテキストをご確認ください。

レセプト摘要欄の記載事項にコードが付与された点数（一部抜粋、他にも多数あるためテキストにてご確認ください）

区分 診療行為名称等 記載事項 レセプト電算処理
システム用コード

左記コードによる
レセプト表示文言

C000 往診料等 （在宅患者訪問診療料（Ⅰ）又は（Ⅱ）を当該月に算定している場合）
当該往診を行った日を記載すること。 850100093 往診を行った年月日;（元号）yy”年”mm”月”dd”日”

C001 在宅患者訪問診療料
（Ⅰ）

（当該月又はその前月に往診料を算定している場合）
当該訪問診療を行った日を記載すること。 850100097 訪問診療を行った年月日（在宅患者訪問診療料（1））;（元号）yy”年”

mm”月”dd”日”

C002
C002-2

在宅時医学総合管理料
施設入居時等医学総合
管理料

当該月において往診又は訪問診療を行った日を記載すること。
850100106 往診又は訪問診療年月日（在医総管）;（元号）yy”年”mm”月”dd”日”

850100107 往診又は訪問診療年月日（施医総管）;（元号）yy”年”mm”月”dd”日”

D215

超音波検査
2   断層撮影法
ロ 	その他の場合

（1）胸腹部

検査を行った領域を記載すること。

820100681 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：ア　消化器領域

820100682 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：イ　腎・泌尿器領域

820100683 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：ウ　女性生殖器領域

820100684 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：エ　血管領域（大動脈・大
静脈等）

820100685 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：オ　腹腔内・胸腔内の貯留
物等

820100686 超音波検査（断層撮影法）（胸腹部）：カ　その他

（カに該当する場合）
具体的な臓器又は領域を記載すること。 830100144 具体的な臓器又は領域;********

レセプト摘要欄でコード付与された記載事項
10月診療分より入力必須

2020年度
診療報酬改定

大平三四郎（金沢市・歯科）

なめらかしっとり
湯涌温泉

シリーズ　ふらっと日帰り温泉⑤ 最終回

「こども」（クマノミ出版）と言う月刊雑誌があります。全国の子どもに関
する新聞記事を拾い集めてまとめたものです。子どもに関連する記事なら何
でも結構という雑誌です。その記事から、ユニークあるいはタイムリーなも
のを選んで「編集長のひとりごと」で話題にしたいと思います。時には、読
者の方々のご意見などを、お送りいただけたら嬉しいです。さて今回は 6
月号から「こどもの日」社説という記事を抜き出してお話ししましょう。

鯉のぼりも金太郎も、5 月 5 日のこどもの日から縁遠くなりました。特に
今年は新型コロナウイルスに先を越され､ 新聞紙上で話題になることが少
なかったようです。雑誌「こども」には、「こどもの日」を社説で取り上げた、
読売、朝日、山陽（中国地方）、徳島の四紙が掲載されていました。

読売は、「『端午の節句』の 5 月 5 日が国民の祝日に制定されてから72回
目の『こどもの日』を迎えた。子どもの健やかな成長と幸せを願う日とした
い」と書き出し、副題は「将来の夢を語り合う時間に」と日頃の親子のコミュ
ニケーション不足を補う時間となるよううたっています。「こどもの日」が
次第に消滅する社会になりつつある今、「こどもの日」を子どもの将来を考
える日としても良いでしょう。将来、どんな仕事に就きたいか?　最近、注
目されている「エッセンシャル・ワーカー」（必要不可欠な仕事：医療、物流、
介護、保育など）、つまり非常時に働く従事者について話題にしています。
また、一時期よく読まれた村上龍著『13才のハローワーク』のホームページ
に 6 千人の大人が様々な職業について書き込んでいることも伝えています。
職業の選択は、最後は本人に任されますが、その過程において家族が関わ
り、子どもの希望に多くの経験を加味することは、親子の気持ちを伝え合う
良い機会であり、ほほえましいことです。鯉のぼりはいらない。金太郎も押
し入れの隅に入れておけばいい。しかし、5 月 5 日を「終日親子が語り合う
日」にすれば、新型コロナの置き土産としては最高です。

『石川保険医新聞』編集長　武藤　一彦（白山市・小児科）

編集長の
ひとりごと

「こどもの日」は
語り合う日

湯涌温泉総湯
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司法・三権分立の危機
7 月 9 日、石川県保険医協会は、生活保護基準引下げ違憲訴訟の名古屋地裁

判決（ 6 月25日）について、下記のとおり会長声明を発出した。生活保護基準
の合理的理由のない引下げは日本の社会保障制度全般の基準引下げにつながる
こと、そして憲法25条に基づくあるべき医療保障制度を指向する保険医協会と
しても座して見過ごすことはできないことから、今回、声明発出にいたったも
のである。

以下、声明の全文を掲載するとともに、紙幅の関係で触れられなかった裁
判所のロジックについても、その不当性を明らかにするために整理して掲載
した。

（会長声明）

生活保護費引下げ違憲訴訟 
名古屋地裁判決の原告請求棄却に抗議する

	 2020年 7 月 9 日　　
	 石川県保険医協会
	 会長　三 宅　 靖

2020年 6 月25日、名古屋地方裁判所は生活保護基準引下げ処分の違憲・違法
が争われた訴訟において、原告の請求を全面的に棄却する判決をくだした。こ
の裁判は、愛知県在住の生活保護利用者18名が、2013年からの 3 回にわたる生
活保護基準の引下げは違憲・違法であるとして、国及び居住する自治体に対し
て基準引下げに基づく保護変更処分の取消しを求めたものである。この保護基
準見直しは、生活保護利用世帯の受給額に平均で6.5％、最大で10％もの引下
げをもたらし、「健康で文化的な生活」が著しく脅かされることとなった。本
判決と同趣旨の訴えは全国29カ所でおよそ1000人の原告が提起しており、同種
の訴訟では初めての判決となった。

生活保護基準の設定は厚労大臣が行うこととなっているが、それは完全なる
自由裁量に委ねられているわけではない。厚労大臣に許されている裁量の範囲
から逸脱があり、その濫用が認められる場合には、違法の評価を免れないとす
るのが判例法理である。国は保護基準見直しの理由として、①「デフレ調整」

（物価指数の下落に応じた引下げ）と、②「ゆがみ調整」（所得下位10％層との
消費実態の比較による見直し）を挙げている。一方、原告側は、厚労大臣の裁
量逸脱に係る多くの主張をしているが、特に「デフレ調整」に対しては、「保
護基準設定においては従来から一般世帯の消費水準と均衡を保つ方式がとられ
ており、そもそも物価考慮は制度の枠外であること」「保護基準を検討する政
府の検討会においても物価考慮は議論されていないこと」「物価下落率の計算
方式が国際標準を外れた恣意的なものであること」などの主張を、合理的・客
観的な論拠でもって述べていた。

その上で、生活保護の老齢加算をめぐる最高裁判決で示されていた「統計等
の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有無について審
査されるべき」との判断基準に照らして、今回の基準引下げは厚労大臣に許さ
れている裁量の範囲を逸脱しており濫用が認められるので違法である、と主張
した。非常に明快な論理構成である。しかるに、本判決は厚労大臣の裁量につ
いて幅広く認める国側の主張を全面的に採用した。原告が主張する上記のよう
な裁量の逸脱事実に対しても、明確な論拠もなく「直ちに不合理であるという
ことはできない」という表現を繰り返し、違法ではないとの判断を示した。さ
らに、「保護基準引下げが政治的意図に基づいている」との原告の主張に対し
ては、その可能性を「否定することはできない」と認めた上で、「当時の政権
の政策は国民感情を踏まえたものなので厚労大臣が考慮してもよい」という趣
旨の判示をし、「国民感情」による保護基準設定を容認するような驚くべき論
理構成をとっている。合理的・科学的な論証もなく行われた今回の判決は、社
会保障施策における国の裁量を事実上無限定に認めることにつながり、まさに
司法の役割の放棄であると断ぜざるを得ない。

生活保護基準は、住民税の非課税基準などとの連動や最低賃金設定の際の考
慮義務など、ナショナルミニマムとして機能しており、我が国の生活保障を支
える施策全般に大きな影響を及ぼすものである。それゆえ、憲法25条 2 項は、
国に対して社会保障施策の「向上増進に努めなければならない」とし、生活保
護制度をベースにした社会保障制度全般の「底上げ」を義務付けているのであ
る。生活保護基準の合理的根拠のない引下げは、社会保障施策の「底抜け」に
つながる。憲法25条に基づくあるべき医療保障制度をめざし、地域医療に日々

従事する医師・歯科医師の立場から、本判決について強く抗議する。そして、
本判決が社会保障施策の切下げにとどまらず、司法の危機、三権分立の危機に
つながりかねない旨を強く訴える。今後とも、本判決の控訴審、そして石川県
を含む全国で係争中の同種の訴訟について引き続き支援するとともに、すべて
の人が「健康で文化的な生活」を保障される制度を目指した取組みを継続する
決意である。

補足資料　〜裁判所のロジックを読み解く〜
（1） 生活扶助基準の設定において物価を考慮することは制度上予定されていない

こと、政府の審議会でも議論がされていないことについて

原告の主張 裁判所の判断

◦		 本件生活扶助基準の改定までは物価
指数を用いた生活扶助基準の改定が行
われたことはなく、社会保障審議会生
活扶助基準部会においても物価指数を
用いた生活扶助基準の改定については
議論されていない。

◦		（左記を認めた上で）しかし、社会
保障審議会等の専門家の検討を経るこ
とは法令上要求されていない。デフレ
調整について専門家の検討を経ていな
いことをもって、直ちにデフレ調整を
行った厚生労働大臣の判断の過程及び
手続に瑕疵、欠落があったということ
はできない。

<コメント>　専門家の検討について、法令上「形式的に」求められていないことをもっ
て、審議会の議論を無視することを認めてしまうこととなる。政府の各種審議会の意
義を無きものにする暴論である。

（2） 政府の物価計算式の問題

原告の主張 裁判所の判断

◦		 物価下落率の算出期間を平成20年か
ら23年までとしたうえで、22年を境に
別々の消費者物価指数算出方式を採用
している。つまり、20年から22年まで
は「下方バイアス」のかかるパーシェ
式により、22年から23年は「上方バイ
アス」のかかるラスパイレス式で計算
するという接ぎ木のような恣意的な算
出方式を採用し、結果として、実際の
物価下落率よりも、下落率が大きくな
るようにみえる計算方式を採用し、生
活扶助基準引下げの根拠にしている。	

◦		 確かに、平成20年はパーシェ式の計
算結果と同一となり、平成23年はラス
パイレス式の計算結果と同一となる

（左記原告の主張を認める）。
◦		 物価指数の算出に当たり多種多様な

指数が考案されている。各指数にはそ
れぞれ長所及び短所が存在している。

◦		 消費者物価指数を算出する場合には
比較する期間中の価格変動により消費
構造が変化することは当然生じ得るの
であり、その結果、当該期間の指数に
一定のバイアスが生じることは避けら
れない。

◦		 パーシェ式による指数とラスパイレ
ス式による指数とを比較することにな
るとしても、不合理であるということ
はできない。

<コメント>　どんな計算式でもバイアスがかかるのだから、厚労大臣が自分に都合の
良い結論に到達するために自由に計算式を組み合わせてもよいということになる。厚
労大臣の裁量の限界を司法に問うのは無意味であると言わんばかりの論理構成である。

（3） 生活扶助基準の改定が政治的意図に基づくものであることの違法性

原告の主張 裁判所の判断

◦		 生活保護法 8 条 2 項は、保護基準に
ついて「要保護者の年齢別、性別、世
帯構成別、所在地域別その他保護の種
類に応じて必要な事情を考慮」するこ
ととされており、 9 条は保護について

「要保護者の年齢別、性別、健康状態
等その個人又は世帯の実際の必要の相
違を考慮」することとされている。

◦		 したがって、生活扶助基準設定にあ
たっては上記以外の事項を考慮しては
ならないという厚労大臣の裁量の限界
が導かれ、そうすると、国の財政事
情、国民感情、政権与党の公約等の上
記法定事項以外の事項を考慮してはな
らないということになる。にもかかわ
らず、今回の改定では当時の自民党の
政権公約の実現という考慮してはなら
ない事項を考慮している。

◦		 最低限度の生活は、抽象的かつ相対
的な概念であって、その具体的な内容
は、その時々における経済的・社会的
条件、一般的な国民生活の状況等との
相関関係において判断決定されるべき
ものであり、国の財政事情を無視する
ことができず、また、複雑多様な高度
の専門技術的な考察とそれに基づいた
政策的判断を必要とする（厚労大臣の
裁量についての原則的な判示）。

◦		 本件生活扶助基準の改定が、自民党
の政策の影響を受けていた可能性を否
定することはできない。（原告の主張
を容認）

◦		 しかしながら、生活保護費の削減な
どを内容とする自民党の政策は、国民
感情や国の財政事情を踏まえたもので
あって、厚労大臣がこれらの事情を考
慮することができることは、上記のと
おり明らかである。

<コメント>　（そもそも、「国民感情」により司法が左右されること自体が問題である
が、）「国民感情」を踏まえた政権与党の政策を考慮することは、厚労大臣の裁量の範
囲内であると結論付けている。司法が行政のチェックを行い得ないのであれば、事実
上、三権分立は成り立たなくなる。この不当な判断は、生活保護行政、社会保障行政
にとどまらない大きな問題をはらんでいる。

生活保護引下げ違憲訴訟の不当判決に会長声明を発出

石 川 保 険 医 新 聞 2020年8月15日（毎月15日発行）（10）第580号



新潟県は半分以下
昔と違って、う蝕の少ない今の時代にフッ化物洗口はそれほどの効果が

期待できるのですか?と問われれば、私は新潟県のホームページに掲載され
ているグラフを提示したいと思います。図 1 は文部科学省の令和元年度学
校保健統計調査をもとに作成されたものですが、新潟県は12歳児の永久歯
むし歯歯数が全国最小であり、連続20年日本一の記録を更新し続けていま
す。全国平均は12歳児一人当たり0.70本ですが、新潟県は半分以下の0.30本
となっています（小学 1 年生から中学 1 年生までも全国最小）。

フッ化物洗口法を最も多く実施している新潟県が、常に毎年一番なので
す。そしてその結果、「いつの世も、どこでも、フッ化物の洗口を始めれば、
5 ～ 6 年でう蝕歯数が半分」になることを証明しているのです。永久歯の
むし歯を平均値で比較した時、全国平均の半分以下というのはすごいと思
います。仮に平均値で 1 本差があれば、むし歯の総数は掛ける人数ですか
ら、膨大な本数の違いとなります。したがって治療等に要する費用なども
大きく異なります。

フッ化物の安全性
正しく実施すれば、確実に効果が得られることが保証されている「公衆

衛生的に優れたう蝕予防法」なのです。しかし、どうして全国的な普及が
進まないのか?　学校現場の負担、個人の意思、フッ化物に対する不安など
が思い浮かびますが、その理由を詳細に論考する紙面的余裕はないので、
ここでは安全性に関するいくつかのシンプルな科学的事実を記載すること
にします。フッ化物洗口法の安全性に関しては、真っ先に「フッ素は友達」

（図 2 ）を示すことにしています。生命の進化の源とも言える「母なる海」、
そしてその海にフッ素を供給している大地には豊富なフッ化物が含まれて
います。生命の長い進化、そして人類は進化の過程において、フッ素を身
近に摂取してきた、フッ素とともに生きてきたと言えるのでないでしょ
うか。

もちろん、大雑把な評価でなく、安全性や効果に関してはさまざまな科学
的視点から「定量的かつ定性的」に詳細な研究検討が求められるべきです。
米国国立医学図書館にはフッ素に関する医学研究論文が 5 万6000編、水道
水フロリデーションに関する論文も6400編収められ、高いレベルの検討がさ
れてきたと言えると思います。適正レベルを超えたり、交絡因子を考量しな
い等、ひどいレベルの研究論文に対する反論には労力を要しますが、先人
たちはきちんと真っ向から受けて立ってきた歴史もあります。一度ネット検
索してみてください。あま
りの多さにビックリします
よ。また、フッ化物と云え
ば斑状歯（図 3 ）とただち
に連想される方もいます
が、それは高濃度に含まれ
ている飲み水を長期に飲用
した場合です。フッ化物洗
口（ブクブクうがい）では
斑状歯は生じません。まさ
か、ブクブクうがい
をした場合、口腔内
にフッ素残留率が
15％ほどあるからと
言って（図 4 ）、斑
状歯ができたなどと
いう人はいないで
しょうね。そもそも、
洗口法ではわざと口
腔内に残すことが肝
なんですから…。
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令和元年度都道府県別12歳児一人平均むし歯数（本）

第1位／新潟県：0.3本
※全国：0.70本

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

（本）

0.70

0.3

※12歳児一人平均むし歯数
　永久歯のみのむし歯数。
　むし歯数には、治療済の歯も含まれています。

令和元年度学校保健統計調査（文部科学省）より

図1

フッ化物洗口
いつの時代でも、どの地域でも、
予防効果は約５割超
いつの時代でも、どの地域でも、
予防効果は約５割超第5回

紙上よろず勉強会シリーズ
テーマ２

平田　米里 （野々市市・歯科）

食べ物に含まれるフッ素

図2

図3

中等度の斑状歯

図4

第
５
回
理
事
会
も
５
名
の

理
事
が
Ｗ
ｅ
ｂ
で
参
加
し
、

協
議
事
項
か
ら
始
め
ま
し

た
。
ま
ず
は
本
紙
８
月
号
の

「
持
論
」
の
検
討
で
す
。
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
り
、
医
師
、
歯
科
医
師

の
診
察
の
あ
り
方
が
変
化
し

て
い
る
と
い
う
持
論
に
対
し

て
、
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
診

察
方
法
を
今
後
恒
久
化
さ
せ

な
い
よ
う
に
運
動
し
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ

ま
し
た
。

続
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
に
関
連
し
た
取
組
み

に
つ
い
て
協
議
し
ま
し
た
。

現
状
に
つ
い
て
事
務
局
長
か

ら
説
明
が
あ
っ
た
後
、
会
員

へ
の
第
二
次
ア
ン
ケ
ー
ト
に

つ
い
て
検
討
し
、
患
者
さ
ん

の
通
院
間
隔
が
長
く
な
る
こ

と
に
よ
っ
て
病
状
が
悪
化
し

た
症
例
の
有
無
に
つ
い
て
も

尋
ね
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
ま
た
、
す
で
に
発
送
さ

れ
た
介
護
事
業
所
に
対
す
る

ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
回
収
率
が

と
て
も
よ
い
と
の
こ
と
で
、

集
計
結
果
が
待
た
れ
る
と
こ

ろ
で
す
。
さ
ら
に
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
や
本
紙
で
、
一
般
開

業
医
が
活
用
で
き
る
支
援
制

度
が
と
て
も
見
や
す
く
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
と
の
報
告
が

あ
り
、
会
員
の
先
生
方
に

は
、
ぜ
ひ
活
用
し
て
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

協
議
事
項
の
最
後
に
、
６

月
25
日
に
下
さ
れ
た
「
生
活

保
護
費
引
下
げ
違
憲
訴
訟
」

の
名
古
屋
地
裁
判
決
に
つ
い

て
説
明
が
あ
り
、
国
民
感
情

と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
て

「
生
活
保
護
基
準
引
下
げ
は

厚
労
大
臣
の
裁
量
の
範
囲
内

で
あ
る
」
と
し
た
判
決
に
抗

議
す
る
会
長
声
明
を
出
す
こ

と
で
一
致
し
ま
し
た
。

	

【
牛
村　

記
】

開業医向け
支援制度
（7月7日・13人出席）

第5回理事会点描
夏季休務の
ご案内

８月１2日（水）～
    ８月１4日（金）

保険医協会事務局は、 下記の期間、 
休務いたしますので、 ご了承ください。
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原
稿
募
集
中
　
趣
味
や
旅
行
記
、
医
療
・
福
祉
に
関
し
て
や
平
和
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
な
ど
、
会
員
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
編
集
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
0
7
6
（
2
2
2
）
5
3
7
3

会員リレーエッセー� ◆◆251◆◆

屏
風
は
、
部
屋
を
仕
切
る
た
め
に
木
の
枠
に
小
さ
な
ふ
す

ま
の
よ
う
な
も
の
を
数
枚
つ
な
ぎ
合
わ
せ
、
折
り
た
た
め
る

よ
う
に
し
た
も
の
で
（
説
明
さ
れ
る
と
余
計
や
や
こ
し
く
な

る
）、「
風
を
屏
（
ふ
せ
）
ぐ
」
と
い
う
言
葉
に
由
来
す
る
。

日
本
で
は
教
科
書
に
も
出
て
い
た
鳥
毛
立
女
屏
風
が
一
番
古

い
よ
う
だ
。
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
屏
風
も
調
べ
た
と
こ

ろ
現
在
18
あ
る
。
風
を
ふ
せ
ぐ
と
い
う
目
的
か
ら
装
飾
品
へ

と
目
的
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
が
、
通
常
の
六
曲
一
双
な
ど
の

屏
風
は
普
通
の
家
で
装
飾
品
と
し
て
飾
る
に
は
大
き
す
ぎ
る

き
ら
い
が
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
を
家
で
飾
ろ
う
と
し
て
も
同

居
人
か
ら
は
ゴ
ー
サ
イ
ン
は
決
し
て
出
な
い
だ
ろ
う
。
訪

問
診
療
先
で
も
、
屏
風
の
あ
る
家
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
う

い
っ
た
中
で
、
こ
れ
な
ら
い
い
や
と
思
っ
た
の
が
ミ
ニ
屏
風

で
あ
る
。
六
曲
一
双
の
彦
根
屏
風
で
、
広
げ
た
時
の
大
き
さ

は
59
㎝
×
24
㎝
×
0.5
㎝
で
あ
る
。
こ
れ
な
ら
飾
っ
て
も
そ
う

は
文
句
を
言
わ
れ
な
い
と
思
っ
た
。

博
物
館
や
美
術
館
の
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
シ
ョ
ッ
プ
で
売
ら
れ

て
い
た
り
、
ヤ
フ
オ
ク
に
も
い
ろ
い
ろ
出
品
さ
れ
て
い
る
。

国
宝
の
屏
風
の
中
で
収
集
で
き
た
の
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
８

つ
で
あ
る
。
織
田
信
長
か
ら
上
杉
謙
信
へ
贈
ら
れ
た
と
伝
わ

る
紙
本
金
地
著
色
洛
中
洛
外
図
、
紙
本
金
地
著
色
源
氏
物
語

関
屋
及
澪
標
図
、
紙
本
金
地
著
色
楼
閣
山
水
図
、
長
谷
川
等

伯
作
の
紙
本
墨
画
松
林
図
、
熱
海
の
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
に
あ
る

尾
形
光
琳
の
紙
本
金
地
著
色
紅
白
梅
図
、
彦
根
屏
風
と
呼
ば

れ
る
紙
本
金
地
著
色
風
俗
図
、
松
浦
屏
風
と
呼
ば
れ
る
紙
本

金
地
著
色
婦
女
遊
楽
風
俗
図
、
俵
屋
宗
達
の
紙
本
金
地
著
色

風
神
雷
神
図
で
あ
る
。
風
神
雷
神
図
は
二
曲
一
双
で
他
の
屏

風
は
六
曲
一
双
で
あ
る
。
写
真
に
あ
る
よ
う
に
書
棚
に
飾
っ

て
い
る
。
時
々
展
示
替
え
な
ど

を
し
な
が
ら
、
ち
ら
ち
ら
眺
め

て
い
る
。

ミ
ニ
屏
風
を
集
め
る
の
で
は

な
く
、
自
ら
作
っ
て
い
る
人
も

い
る
。
ミ
ニ
屏
風
作
り
と
い
う

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
も
あ
る
く
ら
い

だ
。
今
は
時
間
が
な
く
作
れ
な

い
が
、
時
間
が
で
き
た
ら
気
に

入
っ
た
屏
風
を
作
っ
て
み
よ
う

と
思
っ
て
い
る
。
が
、
い
つ
に

な
る
こ
と
や
ら
。
当
面
は
収
集

路
線
だ
。

紀
元
前
の
歴
史
を
持
つ
国
、

ギ
リ
シ
ャ
へ
。
神
話
・
伝
説
の

世
界
か
ら
遺
跡
発
掘
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
た
素
晴
ら
し
い

文
明
・
文
化
を
た
ど
る
旅
。
あ

る
が
ま
ま
の
遺
跡
に
ロ
マ
ン
が

膨
ら
む
。
ほ
と
ん
ど
修
復
は
手

つ
か
ず
で
、
自
然
に
溶
け
込
ん

で
い
た
。
科
学
、
哲
学
、
言
葉

や
文
字
、
民
主
主
義
の
起
源
を

感
じ
、
ミ
ケ
ー
ネ
文
明
、
ク
ラ

シ
ッ
ク
期
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
（
東

西
融
合
の
文
化
）、
ビ
ザ
ン
チ

ン
な
ど
の
建
築
に
触
れ
、
イ
オ

ニ
ア
式
、
ド
ー
リ
ア
式
、
コ

リ
ン
ト
式
の
柱
に
興
味
を
持

つ
。
ゼ
ウ
ス
な
ど
の
多
神
教
か

ら
ギ
リ
シ
ャ
正
教
に
も
好
奇
心

が
湧
く
。
奇
岩
の
上
に
建
つ
教

会
に
、
信
仰
心
と
技
術
、
忍
耐

を
感
じ
る
。
建
物
が
カ
ト
リ
ッ

ク
と
全
く
違
う
正
十
字
の
形
で

ビ
ッ
ク
リ
。
お
天
気
が
良
く
、

イ
メ
ー
ジ
通
り
の
青
い
空
と
海

だ
っ
た
。
陽
気
に
明
る
く
カ
ル

メ
ー
ラ
（
お
は
よ
う
）。
タ
イ

ム
ス
リ
ッ
プ
し
た
楽
し
い
１
週

間
だ
っ
た
。

２
０
１
９
年
３
月
14
日

成
田
空
港
へ
。
ド
ー
ハ
に

て
乗
り
継
ぎ
、
ギ
リ
シ
ャ
へ

入
国
。

３
月
15
日

ま
ず
、
コ
リ
ン
ト
ス
運
河
を

見
学
。
田
舎
道
に
突
如

絶
壁
が
現
れ
る
。
運
河

の
建
設
は
紀
元
前
７

世
紀
頃
か
ら
計
画
さ

れ
、
マ
ケ
ド
ニ
ア
王

も
、
ロ
ー
マ
時
代
の
カ

エ
サ
ル
や
ネ
ロ
も
試

み
た
が
挫
折
。
古
代

ロ
ー
マ
の
土
木
建
設
技

術
の
高
さ
が
伺
え
る
。

１
８
９
３
年
に
運
河
は
完
成
。

全
長
６
３
４
３
ｍ
、
深
さ
は
８

ｍ
。
コ
リ
ン
ト
ス
遺
跡
近
く
に

て
昼
食
。
ギ
リ
シ
ャ
初
め
て
の

食
事
は
名
物
の
メ
ゼ
（
数
種
の

小
皿
料
理
）。
い
き
な
り
ハ
ー

ド
ル
が
上
が
っ
た
。
ミ
ー
ト

ボ
ー
ル
、
コ
ロ
ッ
ケ
、
ロ
ー
ル

キ
ャ
ベ
ツ
、
ど
れ
も
う
ま
い
。

３
月
16
日

世
界
遺
産
オ
リ
ン
ピ
ア
の
遺

跡
を
観
光
。
ゼ
ウ
ス
に
捧
げ
る

祭
典
か
ら
始
ま
っ
た
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
。
第
１
回
大
会
は
紀
元

前
７
７
６
年
。
10
カ
月
の
訓
練

後
、
オ
リ
ン
ピ
ア
で
の
１
カ
月

の
合
同
練
習
で
認
定
さ
れ
た
男

子
の
み
が
参
加
で
き
た
。
紀
元

前
５
世
紀
に
絶
頂
期
を
迎
え
た

が
、
３
９
３
年
の
競
技
を
最

後
に
異
教
徒
の
お
祭
り
と
し

て
ロ
ー
マ
皇
帝
に
よ
り
廃
止
。

１
８
９
６
年
に
近
代
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
と
し
て
復
活
し
た
。
川

を
渡
る
と
、
聖
火
の
採
火
を
行

う
ヘ
ラ
神
殿
な
ど
の
跡
が
残

る
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
聖

火
も
こ
こ
か
ら
始
ま
る
の
か
と

思
う
と
感
慨
深
い
。

３
月
17
日

午
前
中
は
世
界
遺

産
デ
ル
フ
ィ
遺
跡
観

光
。
紀
元
前
12
世
紀

こ
ろ
に
ア
ポ
ロ
ン
が

信
託
を
授
け
る
神
と

な
り
、
紀
元
前
８
〜

前
６
世
紀
ご
ろ
は
全

世
界
の
中
心
と
呼
ば

れ
る
全
盛
期
を
迎

え
、
都
市
国
家
が
奉

納
し
た
宝
庫
や
記
念

碑
が
ず
ら
り
と
並
ん

で
い
た
。
紀
元
後
４

世
紀
に
土
砂
崩
れ
の
た
め
遺
跡

は
長
い
眠
り
に
つ
い
た
が
、
19

世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
考
古
学
会
の

大
規
模
な
発
掘
に
よ
り
発
見
さ

れ
た
。
当
時
、
そ
の
場
所
に
暮

ら
し
て
い
た
人
々
は
麓
に
移
住

さ
せ
ら
れ
た
。

発
掘
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る

デ
ル
フ
ィ
考
古
学
博
物
館
へ
。

岩
山
に
ナ
ク
ソ
ス
の
ス
フ
ィ
ン

ク
ス
や
大
地
の
ヘ
そ
が
そ
び
え

立
つ
光
景
を
思
い
浮
か
べ
心
が

躍
る
。
次
に
遺
跡
へ
。
紀
元
前

に
急
斜
面
に
建
て
る
技
術
力
、

大
量
の
石
を
運
ぶ
労
働
力

に
驚
く
。
重
機
が
入
っ
て

も
大
変
だ
ろ
う
。
壁
面
の

石
と
煉
瓦
の
組
み
合
わ
せ

は
、
ス
ペ
イ
ン
で
学
ん
だ

異
民
族
の
共
存
と
異
文
化

交
流
で
は
な
い
か
。
ア
ポ

ロ
ン
神
殿
な
ど
は
基
礎
部

分
の
み
。
ア
テ
ネ
の
宝
庫

は
８
割
残
っ
て
い
た
の
で

復
元
さ
れ
、
唯
一
建
物
ら
し
く

な
っ
て
い
た
。

デ
ル
フ
ィ
近
郊
の
世
界
遺
産

オ
シ
オ
ス
・
ル
カ
ス
修
道
院
へ
。

隠
修
士
ル
カ
ス
・
ス
テ
リ
オ

テ
ィ
ス
に
よ
っ
て
10
世
紀
半
ば

に
創
設
。
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ン
建
築

の
傑
作
。
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と

は
全
く
違
う
雰
囲
気
、
ギ
リ
シ

ア
十
字
の
中
央
聖
堂
。
内
部
は

見
事
な
大
理
石
と
金
地
の
モ
ザ

イ
ク
と
フ
レ
ス
コ
画
の
修
復
。

地
下
聖
堂
に
は
聖
ル
カ
ス
の
墓

所
が
あ
る
。

小島　登（内灘町・歯科）

　ぼるくん　ぼるくんのの 　界を歩く　界を歩く世世
あるがままの遺跡にロマン膨らませあるがままの遺跡にロマン膨らませ
《第12回》ギリシャ編①  

ミ
ニ
屏
風

�

大
川
　
義
弘
（
金
沢
市
・
内
科
）

（解答は 3 面にあります）

囲 碁

（解答は 3 面にあります）

〈ヒント〉とどめに馬の活用で……。
 （10分で2級）

■出題　九段　西村一義黒先　（7分で１、２級以上）
〈ヒント〉 追い落としにして生きますが、
 手順に注意して下さい。

■出題　九段　石榑郁郎

初級編初級編

二重枠（2つあります）に
入った数字の合計はいく
つになるでしょう。
【ルール】
①空いているマスに、1か
ら 9までの数字のどれか
を入れます。

②タテ列（9列あります）、
ヨコ列（9列あります）、
太線で囲まれた3× 3の
ブロック（それぞれ9マ
スあるブロックが9つあ
ります）のどれにも1か
ら9までの数字が1つず
つ入ります。

（答え3面）
パズル制作／ニコリ

SUDOKU 数 独6 □ 5 3 4
2 8

8 4 9
2 6 □ 3

1 7 4 2
3 5 8

5 1 3
6 4

8 6 9 1

急斜面に建てたデルフィ遺跡の技術力
 （紀元前８世紀）

ギリシア十字の中央聖堂
（オシオス・ルカス修道院）

オリンピアのドーリア式柱頭
 （紀元前４世紀）
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